
放

置

さ

れ

た

子

ど

も

古

田

榮

作

臼の

そ

の

(H

『
総

理
と

一
〇

〇
人

の
子
ど
も

た
ち
」

に

出
演
し
、

総
理

大
臣
と

自
由

に
対

話

で
き

る
と

い
う
機
会

を
得

る

い
う
)

話
が
、

僕

の
前

に
届

い
た
と
き
、

ま

っ
さ
き

に
お
も

い

つ
い
た

こ
と
は
、
学

童
保
育

の
こ
と

で
あ

っ
た
。

い
ま

は
、

六
年
生
。

あ
と

八
、

九

カ
月

で
中

学

生
に

な
る
。

こ
れ
よ
り

二
年

前
ま

で
は

放
課
後
、

家

に
帰

っ
て
も

両
親

と
も

い
な

い
僕

た
ち

は
、
母

親
が
帰

っ
て
く

る
時
刻
ま

で
学

童
保
育

に
あ
ず
か

っ
て
も

ら

っ
て

い
た
。

そ

の
時
間

に
は
、

同
級

生
、

ま

た
は
下
級

生
、
上
級

生
と

集

団
遊
び

を
し

な
が

ら
楽
し

く
存

分

に
遊

ん

で
い
た
。

ド

ッ
ヂ

ボ
ー

ル
を
し
、

野
球

を
し
、

室
内

で
は
卓
球
を

し
、
ブ

ロ
ッ
ク
を
し

て
…

…

…
。

し
か

し
、

そ
れ
は

二
年
前

ま

で

の
こ
と

で
、

い
ま

で

は
学

童
保
育
か

ら

の
け
も

の
に
さ

れ
、

放

課
後

の
時

間

こ
そ
は
少
な

く
な

っ
た
が
、

そ
れ

で
も

二
～

三
時
間
を

家

に
い

て
、

一
人
で

な
ん

と
か
す

ご
す
。

そ
こ
で
、

五
年

生

の
と
き

に
は

、
O

B
と
し

て
学

童

保
育

ヘ
チ

ョ
コ
チ

ョ
コ
顔
を

見
せ

に
行

き

み

ん
な
と

い

っ
し

ょ
に
過
ご

し

て
い
た
。
し

か
し
、

そ
れ

は
、
あ
く

ま

で
O

B
で
狭
く

る
し
く
遠

慮
ば
か

り
し

て
い
な

け
れ

ば

な
ら
な

い
。

遠
慮
と

い
う
も

の
は
、

こ
れ

ほ
ど
ま

で
も

い
や
な
も

の
か
と
、

つ
く
づ

く
考

え
さ
せ
ら

れ
た
も

の
だ

っ
た
。

(中
略

)

そ
ん

な
状

態
だ

っ
た
か
ら
、

『
総

理
と

一
〇
〇

人
の

子
ど
も

た
ち
』

の
番
組

に
出

る
と
決

っ
た
と

き
、

こ
の
機
会

を

の
が
す
ま

い
と
、

そ
う

そ
う

に
学

童
保
育

で

の

放
置
さ
れ
た
子
ど
も
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放
置
さ
れ
た
子
ど
も

生
活
と
五
、
六
年
生
に
も
行
け
る
よ
う
に
制
度
化
し
て
欲
し
い
と

い
う

こ
と
を
ま
と
め
、
七
月

二
十
四
日

・
五
日
を
楽
し
み
に
首
を
長
く
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

い
ざ

本
番
に
は
、
自
分
で
も
納
得
の
い
く
ほ
ど
発
言
が

で
き
た
。
し
か
し
、

総
理
の
返
事
は
、

あ
の

「
ア
ー
ウ
ー
」

「
カ
ギ
ッ
子
な
ん
だ
ね
」

と
い
わ
れ
た
と
き
は
、
さ

す
が
の
僕
も
が

っ
く
り
き
た
。
け

っ
き

ょ
く
は
、
な
ん
の
返
事
も
な
く
、
ま
た
、
か
ん
じ
ん
の
テ
レ
ビ
番
組

の
中

に
は
、
爪
の
あ
か
ほ
ど
、

い
や
ば

い
菌

の
大
き
さ
に

も
う

つ
ら
な
か

っ
た
。

(中
略
)

し
か
し
、

こ
れ
か
ら
は
、
両
親
と
も
働
く
家
庭
が
多
く
な
る
こ
と
だ
か
ら
、
じ

ょ
じ

ょ
に
で
も

い
い
か
ら
学
童
保
育
と
い
う
も
の
を
、
全
国
に
制
度
化
し
、
ま
た
、

学
年
を
と
わ
ず
に
行
け
る
よ
う
に
考
え
て
欲
し
い
と
思
う
。

(後
略
)

(『
あ
れ
か
ら

一
年
ぼ
く
は
思
う
』

行
武
康
成
隔
向
日
市
立
第
四
向
陽
小
六
年

「
日
本
の
学
童
ほ

い
く
」
⑳
年

8
月
号
所
収
)

総
理
府
を
は
じ
め
、
都
道
府
県
、
市
町
村
が
種
々
の
企
画
を
催
し
た
、
昨
年

の

「
国
際
児
童
年
」
は
、
そ
の
本
旨

に
沿
う
形
で
、
子
ど
も
の
福
祉
の
上
昇

の
手
掛
り
、

足
掛
り
と
な
る

圏
記
念
す

べ
き
年
L

で
あ

っ
た
か
否
か
を
問
う
に
足
る
作
文
で
あ
る
。
作
文
の
筆
者
で
あ
る
、
行
武
君
は
、
幸
運
に
し
て
、

一
年
生
か
ら
四
年
生
ま
で
の

期
間
を
学
童
保
育
に
参
加
し
、
両
親

の
不
在
の
家
庭
で
、

「
鍵

っ
子
」
と
し
て
、

一
人
の
両
親

の
帰
る
の
を
待

つ
と

い
う
過
ご
し
方
を
し
た
子
ど
も
で
は
な
い
。
彼
は
、

同
級
生
や
、
上
級
生
、
下
級
生
と
の
交
わ
り
の
あ
る
、
学
童
保
育

の

一
員
と
し

て
、
放
課
後
を

「
楽
し
く
存
分

に
遊
ん
で
」
過
ご
せ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
偶
然

に
よ
る
に

せ
よ
、
総
理
と
見
え
、
対
話
を
交
わ
す
機
会
を
得
た
際
に
、
日
頃
か
ら
望
ん
で
い
る
こ
と
を
総
理
に
要
望
す
る
こ
と
は
も

っ
と
も
な
こ
と

で
あ
ろ
う
。
五
年
生
で
あ
る
彼

は
、
学
童
保
育
に
行
き
た
い
の
だ
が
、
向

日
市
は
学
童
保
育

の
対
象
を
四
年
生
に
ま
で
と
定
め
て
い
る
の
で
、
O
B
と
し
て
し
か
学
童
保
育
に
参
加

で
き
ず
、
学
童
保
育

所
で
は
ど
う
し
て
も

「
遠
慮
」
を
要
求
さ
れ
る
。

「
遠
慮
」
し
な
い
で
学
童
保
育

に
通
え
る
と

い
う
要
求
が
率
直
に
出
て
く
る
の
だ
が
…
…
…

こ
の
要
求
に
対
す
る
総
理
の
返
答
が
、

「
カ
ギ
ッ
子
な
ん
だ
ね
」
の

一
言
だ
け
で
あ
り
、
子
ど
も
の
要
求
を
ど
う
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
の
か
、
子
ど
も
の
現
状
を
ど

う
政
策
的
に
解
決
し
よ
う
と
す
る
の
か
、
と
い
う
、

子
ど
も
の
願
い
を
受
け
と
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
さ
え
窺
え
な
い
。
学
童
保
育

に
参
加
し
た
こ
と
の
あ
る
子
ど
も
に
と

っ
て
、
放
置
を
意
味
し
、

「
留
守
番
の
淋
し
さ
、
孤
独
、
…
…
…
」
意
味
し
、
家
族
の

一
員
、
社
会
の

一
員
で
あ
る
こ
と
を
断
ち
切
る
よ
う
な
響
き
さ
え
も

つ

「
カ
ギ

ッ

子
」
と
い
う
言
葉
し
か
返

っ
て
こ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
僕
の
要
求
を
、
多
く

の
同
様
の
子
ど
も

の
要
求
と
し

て
提
示
し

て
い
る
の
で
あ
り
、

「
学
童
保
育
の
国

レ
ベ
ル
で
の
制
度
化
」
を
要
求
し
て
い
る
。
彼
に
と

っ
て
は
、
こ
の
要
求
は
正
当
で
あ
り
、
子
ど
も
の
率
直
な
要
求
と
し
て
提
示
し
て
い
る
と
い
う
意
識
し
か
な
い
で
あ

　

　

コ

コ

　

　

　

　

　

　

の

　

　

　

　

ろ
う
。
だ

が
、

「
か
ん
じ

ん

の
テ

レ
ビ
番

組

の
中

に
は
、

爪

の
あ

か

ほ
ど
、

い
や
ば

い
菌

の
大
き

さ

に
も

う

つ
ら

な
か

っ
た

(ー

傍
点
筆
-者
)
」

と

告

白
す

る

ほ
ど
、

完
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全

に
無

視
さ
れ

て
し

ま

っ
た

の
で
あ

る
。

本
稿

で
は
、

事
業

と
し

て
着

々
と

そ

の
地
歩
を
確

め

て

い
る
も

の
の
、

わ
け
、

教
育

上

の
意

味

を
考
察
し

て
い
き
た

い
。

多
く
の
人

々
の
前

に
は
そ
の
存
在
す
ら
認
め
ら
れ
て
い
な
い

「
学
童
保
育
」

に
つ
い
て
、
と
り

(2)

 

学
童
保
育
に
焦
点
を
当
て
て
論
究
さ
れ
た
も
の
で
は
極
め
て
少
な
い
。

(例
え
ば
、
最
近
発
行
さ
れ
た
ジ

ュ
リ

ス
ト
の
臨
時
増
刊

の
総
合
特
集

一
現
代
の
家
族
」
、
■
日

本
の
子
ど
も
L

の
中

で
は
、

学
童
保
育
の
問
題
に

つ
い
て
直
接
論
じ

て
い
る
も
の
は
皆
無
で
あ
る
。
)

こ
こ
で
学
童
保
育

の
発
展
を
概
観
し
、
学
童
保
育
が
い
か
な
る
形

で
存
続
し
て
い
る
か
を
見
て
お
く
。

戦
前
に
お
い
て
は
、

一
九
〇
四
年
、
日
露
戦
争
の
最
中
に
、
神
戸
市
婦
入
奉
公
会
が
出
征
軍
人
が
戦
死
者
の
家
族
の
た
あ
に
、
幼
児

・
学
童
を
保
育
し
、
第

一
次
大
戦

後
は
、

セ
ツ
ル
メ
ン
ト
活
動
や
臨
保
館
活
動

の
中
で
児
童
倶
楽
部
な
ど
の
名
称

で
学
童
保
育

が
行
わ
れ
、

一
九

一
七
年
東
京
四
谷
の
二
葉
保
育
園
が
小
学
部
を
設
け
た

こ

と
が
記
録
と
し

て
残
さ
れ
て
い
る
。

戦
後
は
、
学
童
保
育
は
、

一
九
四
八
年

に
大
阪
市
東
住
吉
区
の
社
会
福
祉
法
人
の

「
今
川
学
園
」
が
、

「
今
川
学
園
」
の
経
営
す
る
保
育
園

の
卒
園
児
が
近
所
の
家

々

で
窃
盗
を
犯
す
と
い
う
事
件
を
契
機

に
、
児
童
福
祉
法

に
基
き
、
保
育
園
に

「
学
童
組
」
を
設
け
、
戦
後
初

の
学
童
保
育
と
な
り
、

一
九
五
六
年
に
は
大
阪
市
立
西
淀
川

児
童
館
が

「
学
童
ク
ラ
ブ
」
を
行
な
う
こ
と
に
な
り
、
同
じ
年
に
、
東
京
都
北
区
の
労
働
者

ク
ラ
ブ
保
育
園
で
は
、
卒
園
児

の
父
母
十
名
が
話
し
合

い
、
生
活
協
同
組
合

の

一
室
を
借
り

て
、

母
親
が

二
名
つ

つ
交
替
で
子
ど
も

の
世
話
を
す
る
学
童
保
育
を
発
足
さ
せ
た
が
、
運
営
上
の
困
難
か
ら
、
こ
の
学
童
保
育
は
僅
か
十
ヶ
月
の
短
命

に

終

っ
て
し
ま

っ
た
。

そ
の
為
、
保
育
園
で
は
、
放
課
後
、
卒
業
児
は
保
育
園
に
帰

っ
て
き
て
も
よ
い
と
い
う
処
置
を
講
じ
た
が
、
学
童
自
身
が

こ
の
こ
と
を
嫌
が
り
、
保

育
園
で
の
学
童
保
育
は
立
ち
消
え
に
な
り
そ
う
だ

っ
た

(前
掲
の
行
武
君
の
作
文
に
あ
る

「
O
B
と
し
て
の
遠
慮
」
は
放
課
後
は
帰

っ
て
き
て
も
よ
い
と
い
う
処
置

に
も

現
わ
れ
る
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。)
が
、

一
九
五
九
年

に
は
町
会
に

「
鍵

っ
子
」
の
非
行
問
題
が
持
ち
込
ま
れ
て
発
展
し
、
労
働
者
ク
ラ
ブ
保
育
園
の
園
長
、
豊
川

保
育
園

の
園
長

ら
の
運
動
で
、
町
会

の

「
地
域
か
ら
不
良
少
年
を
出
さ
な
い
よ
う
力
を
入
れ

よ
う
」
と
い
う
意
志
で
な
り
、
町
内
自
治
会

の
運
営
す

る

「
豊
島
こ
ど
も
ク

ラ
ブ
」
が
誕
生
し
た
。
同
じ
北
区
内
で

一
九
五
九
年
に
は
、
地
元
有
志
の
運
営
す
る

「
神
谷

こ
ど
も
ク
ラ
ブ
」
も
発
足
し
た
。

「
豊
島
こ
ど
も
ク
ラ
ブ
」

の
発
足
を
契
機

放
置
さ
れ
た
子
ど
も
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放
置
さ
れ
た
子
ど
も

に
、
主
に
私
立
保
育
園
の
父
母
会
を
足
が
か
り
に
し
て
、
共
同
保
育
と
し
て
学
童
保
育
が
各
地
に
誕
生
し
て
い

っ
た
。

一
方
、
大
阪
市
此
花
区
の
四
貫
島
小
学
校
で
は
、

警
察
の
ブ

ラ
ッ
ク
リ

ス
ト
の
な
か
に

留
守
家
庭
児
童
が

多

い
こ
と
が
問
題
に
な

っ
た
。

教
師

の
間

で
は

「
こ
れ
は

民
生
局
の
仕
事
だ
」
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意
見
も
あ
る
中
で
、

「
教
師
と
し
て
非
行
に
走
る
子
ど
も
を
見
捨

て
て
お
け
な
い
。
教
育
が
人
間
形
成
の
意
味

で
も
あ
る
な

ら
、
教
師

の
義
務

で
は
な
い
か
」
と
い
う
論
も
出
さ
れ
、
熱
心
な
教
師
の
努
力
と
P
T
A
の
援
助
を
得

て
、

一
九
六
〇
年
に

「
ひ
ま
わ
り
教
室
」
を
発
足
さ
せ
、
教
師
が

交
替
で
留
守
家
庭
児
童
の
放
課
後
指
導
を
行
な

っ
た
。

「
ひ
ま
わ
り
教
室
」
の
発
足
後

一
九
六
三
年

に
は
北
恩
加
島

(大
正
区
)
小
学
校
に

「
仲
よ
し
グ

ル
ー
プ
」
が
、

伝
法
小
学
校

(
此
花
区
)
、
茨
田
東
小
学
校

(鶴
見
区
)
に

「
か
ぎ

っ
子
特
別
教
室
」
が
生
ま
れ
た
。

一
九
六
〇
年
頃
ま

で
の
学
童
保
育

の
進
行
状
況
は
①
保
育
所
、
児
童
館
と
い
う
児
童
福
祉
施
設
が
児
童
福
祉
法
を
積
極
的
に
解
釈
し
て
、
学
童
保
育
を
行
な

っ
た
時
期

と
②
留
守
家
庭
児
童

の

「
非
行
」
を
契
機
に
、
児
童
福
祉
施
設
お
よ
び
小
学
校
教
諭
の
側
か
ら
の
留
守
家
庭
児
童
の
放
課
後
の
処
遇
が
問
題
と
な
り
、
学
童
保
育
が
関
係

者
の
間
で
よ
り
積
極
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
時
期
と
の
二
つ
に
大
別
で
き
る
。

①

の
時
期
は
、
ほ
ぼ
五
〇
年
代
前
半
ま
で
で
あ
り
、
保
育
所
が
戦
前
の
託
児
所
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
拭
い
え
ず
、
保
育
所

へ
の
入
所
希
望
者
も
少
な
く
、

い
わ
ば
保
育

所
が
措
置
定
員
割
れ
を
回
避
す
る
た
め
の
窮
余
の
策
と
し
て
、
学
童
を
も
迎
え
入
れ
た
時
期
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
と

こ
ろ
が
、
②

の
時
期
に
は
、
保
育
所
で
の
集
団

保
育

へ
の
評
価
が
高
ま
る
と
と
も
に
、
新
憲
法
下
で
の
児
童
福
祉
に
対
す
る
理
解
が
高
ま
る
中
で
、
保
育
所

へ
の
入
所
希
望
者
も
ふ
え
、
児
童
福
祉
の
施
策
が
施
さ
れ
な

か

っ
た
、
学
童
期

(と
り
わ
け
低
学
年
の
子
ど
も
)

の
子
ど
も
の
保
育
問
題
が

「
非
行
」
を
契
機
に
顕
現
化
す
る
時
期
で
あ
り
、
土
ハ同
保
育
と
い
う
形

で
、
公
け
の
関
与

を
受
け
る
こ
と
の
な
い
中
で
、
学
童
保
育
が
独
自
の
機
能
を
も

つ
も

の
と
し

て
運
営
さ
れ
は
じ
め
た
時
期
で
あ
り
、
父
母
や
教
師
の
尽
力
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
た
時
期

で

あ

っ
た
。

一
九
六

二
年
以
降
の
数
年
は
学
童
保
育
が
地
方
公
共
団
体

の
補
助
、
運
営
を
獲
得
す
る
時
期
と
い
え
よ
う
。

一
九
六

二
年
に
は
、
川
崎
市
で
民
生
局
所
管
で
青
少
年
会

館
内
に

「
生
活
ク
ラ
ブ
」
が
誕
生
し
、
東
京
都
渋
谷
区
で
は
、
区
議
会
で

「
渋
谷
区
政

三
十
周
年
行
事
」
と
し
て
、

「
学
童
館
」

の
建
設
が
可
決
さ
れ
翌
年
、
都
市
で
は

公
立
第

一
号
の
学
童
保
育
所
が
、
開
所
さ
れ
、
太
田
区
で
も

「
糀
谷
子
供

の
家
」

の
建
設
が
な
さ
れ
た
。

一
九
六

三
年
七
月
の
都
議
会
は
、

「
学
童
保
育
事
業
補
助
費
」

を
計
上
し
た
、
補

正
予
算
案
を
可
決
し
、
学
童
保
育
の
公
立
化

へ
の
道

へ
踏
み
切

っ
た
。

こ
の

「
学
童
保
育
事
業
補
助
費
」

の
計
上
に
際
し
て
、

都
は

「
学
童
保
育
事

業
」
は
、
児
童
福
祉
法
第

二
条

(国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
児
童
の
保
護
者
と
と
も
に
、
児
童
を
心
身
と
も
に
健

や
か
に
育
成
す
る
責
任
を
負
う
)
、
第

二
十
四
条
(市
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の

　

　

　

町
村
長
は
、
保
護
者
の
労
働
又
は
疾
病
等

の
事
由
に
よ
り
、
そ
の
監
護
す
べ
き
乳
児
、
幼
児
又
は
第

三
十
九
条

二
項

に
規
定
す
る
児
童
の
保
育
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

コ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

と
認
め
る
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
児
童
を
保
育
所
に
入
れ
て
保
育
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
附
近
に
保
育
所
が
な
い
等
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

他
の
適
切
な
保
護
を
加
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
1
傍
点
筆
者
)
を
法
的
根
拠
と
し
、
地
方
公
共
団
体
が
地
方
自
治
法
第

二
条
第

二
項

(普
通
地
方
公
土
ハ団
体
は
、
そ
の
公

　

　

　

　

　

　

　

の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

共
事
務
及
び
法
律
又
は
こ
れ
に
基
く
政
令

に
よ
り
普
通
地
方
公
共
団
体
に
属
す
る
も
の
の
外
、
そ
の
区
域
内
に
お
け
る
そ
の
他

の
行
政
事
務

で
国

の
事
務
で
国

の
事
務
に

　

　

　

ロ

　

　

　

　

　

　

の

属
し
な
い
も
の
を
処
理
す
る
。
1
傍
点
筆
者
)
に
も
と
つ
い
て
行
な
う
地
方
公
土
ハ
団
体
の
自
主
的
な
事
業
と
し
て
、
児
童
の
健
全
育
成
の
為
の
区
市
町
村
の
固
有
の
公
土
ハ

事
務
と
位
置
づ
け
た
上
で
、
都
が
予
算
の
範
囲
内

で
経
費
の

一
部
を
補
助
す
る
こ
と
に
し
た

の
で
あ
る
。
同
じ

一
九
六

三
年
に
横
浜
市
で
教
育
委
員
会

に
よ
り

一
留
守
家

庭
児
童
育
成
実
験
校
」
が
十
校
指
定
さ
れ
、
学
童
保
育
が
公
的
事
業
と
し
て
実
施
さ
れ
、
翌

一
九
六
四
年
に
は
横
浜
市
で
は
民
生
局
所
管
で

一
青
少
年

の
家
」

の
十
ケ
所

で
学
童
保
育
が
開
始
さ
れ
、
川
崎
市

で
も
教
育
委
員
会

の
所
管
で
小
学
校

の
校
地
内
に
プ

レ
ハ
ブ
の

「
家
庭
学
級
」
が
誕
生
し
、
更
に

一
九
六
五
年
に
奈
良
市

で
は
教
育

委
員
会
の
所
管
で

「
留
守
家
庭
児
童
会

(1ー
バ
ン
ビ
ー
ホ
ー
ム
)
」
が
発
足
し
た
。

東
京
都
の
学
童
保
育
事
業
補
助
費

の
計
上
に
象
徴
さ
れ
る
こ
の
時
期
は
、
学
童
保
育

の
要
求
の
高
ま
り
に
対
し
て
、
地
方
公
共
団
体
が
独
自
に
対
応
し
は
じ
め
た
時
期

で
あ
り
、
児
童
の
健
全
な
育
成
に
か
か
わ
る
社
会

の
、
と
り
わ
け
地
方
公
共
団
体
の
責
務
が
客
観
化
さ
れ
た
時
期

で
あ
り
、
学
童
保
育
に
と

っ
て
は
い
わ
ば

「
児
童
福
祉

法
」
が
法
の
趣
旨
に
沿

っ
て
運
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
は
じ
め
る
時
期

で
も
あ
る
。
学
童
保
育
は
、
地
方
公
土
ハ
団
体
の
住
民
の
要
求
に
対
し

て
独
自
に
対
応
す
る
形

で
そ

の
社
会
性
、
公
共
性
を
獲
得
し
は
じ
め
た
た
め
に
、
そ
の
所
管
が
、
民
生
局

(部
)
で
あ
り
、
教
育
委
員
会

で
あ
り
、
も
し
く

は
そ
の
双
方
で
あ
る
と

い
う
事
態
を
生
み

出
す

の
で
あ
り
、
学
童
保
育
に

つ
い
て
も
地
方
公
共
団
体
の

胴
住
民
自
治
」
に
支
え
ら
れ
た
理
念
が
実
現
化
さ
れ
は
じ
め
る
時
期
に
な
る
と
い
え
よ
う
。

地
方
公
共
団
体
が
、
学
童
保
育
に
対
す
る
住
民

の
要
求
に
対
応
し
は
じ
め
る
中
で
、
厚
生
省
は
、

一
九
六
三
年
か
ら
児
童
館

に
対
す
る
、
設
備
費
お
よ
び
運
営
費

の

一

部
を
補
助
す
る
制
度
を
発
足
さ
せ
た
。

国
庫
補
助
制
度
の
発
足
に
あ
た

っ
て
、

厚
生
省
は

「
児
童
厚
生
施
設
と
し
て
の
児
童
館
を
設
置
し
、

お
お
む
ね
三
歳
以
上

の
幼

児
、
ま
た
は
小
学
校

一
年
～

三
年
の
学
童
で
、
家
庭
環
境
お
よ
び
学
友
関
係
等

に
問
題
が
あ
り
、
指
導
者
を
必
要
と
す
る
も
の
の
健
全
育
成
を
は
か
る
」

(
一
九
六

三
年

厚
生
省
事
務
次
官
通
達
)
と
し
て
、

小
学
校

一
年
～

三
年

の
学
童
に
限
定
し
た
上
で
、

学
童
保
育
が
児
童
館

で
実
施
す
る
こ
と

へ
の

国
庫
補
助

を
行
な
う
こ
と
に
し
た

が
、
同
時
に

「
そ
れ
以
外
の
児
童
も
対
象
に
加
え
る

こ
と
が

で
き
る
」
と
し
て
お
り
、
学
童
保
育
に
固
有

の
意
味
を
見
出
し
て
、
補
助
の
対
象
に
し
た

の
で
は
な
く
、
児

童
館

で
行
な
わ
れ
る
活
動

の

一
つ
と
し
て
学
童
保
育
を
認
め
た
に
す
ぎ
ず
、
更
に
同
通
達
が

「
全
市
町
村

に
ニ
ケ
所
、
人

口
三
万
人
以
上
の
市
町
村
に

つ
い
て
は
、

三
万

放
置
さ
れ
た
子
ど
も
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放
置
さ
れ
た
子
ど
も

表1児 童福祉施設設置数比較

児 童 館
1968年4月 現在

1,292

(国 庫 補 助1,031)

保 育 所
1968年12月 現在
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十
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設
置
数
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大塚達男、西元昭夫編著 「あめんぼクラブの子どもたち」

より引用

 

の
で
あ

っ
た
が
、
種
々
の
機
能
を
併
せ
持

つ
べ
き
児
童
厚
生
施
設
に
ふ
さ
わ
し
い
床
面
積
に
は
ほ
ど
遠
い

一
五
八

・
六
七
㎡
〈

一
九
六
三
年
度
、

は

一
八
五

・
一
二
㎡
V
を
算
定
基
準

に
し
、
そ
れ
以
上
の
も
の
は
、

九
七
三
に
大
阪
府

の
摂
津
市
が
保
育
所
設
置
に
関
わ
る
過
重
負
担
金
の
支
払
い
を
国
に
求
め
る
、

公
共
団
体
が
学
童
保
育

に
対
す
る
要
求
に
積
極
的
に
対
応
す
る
姿
勢
を
示
し
た
の
に
対
し
、

求

の
独
自
性

(特
に
保
護
の
要
求
)
を
認
め
ず
、
児
童
厚
生
施
設

の
児
童
館
の
建
設
の
奨
励
に
よ

っ
て
こ
の
学
童
保
育
に
対
す
る
住
民
の
要
求
に
対
応
し
よ
う
と
し
、

童
館
事
業
の
拡
充
に
よ

っ
て
学
童
保
育
に
対
す
る
要
求
が
充
足
さ
れ
る
と
見
倣
し
、

い
。

人
に

一
ケ
所
の
割
合

で
加
算
す
る
こ
と
と
し
、
当
面
保
育
所
、
幼
稚
園
な
ど
幼
児
教
育
、
教
育
関
係
施

設
の
未
設
置
市
町
村
お
よ
び
留
守
家
庭
児
童
多
発
市
町
村
等
に
先
行
設
置
す
る
」
と
し
た
た
あ

に
表
1

に
み
る
よ
う
に
、
設
置
数
の
多
い
北
海
道
、
東
北
各
県
で
は
、
保
育
所

の
量
的
不
足
を
補
う
た
め
に
、

児
童
館
が
そ
の
代
替
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
な

っ
て
お
り
、
保
育
所
建
設
、
運
営
上
の
地
方
公
共
団
体

(H
市
町
村
)

の
財
政
負
担
の
軽
減
化
の
策
と
し
て
利
用
さ
れ
て
お
り
、
児
童
館
の

「
児
童
に
健
全
な

遊
び
を
与
え
て
、
そ
の
健
康
を
増
進
し
、

又
は
情
操
を
ゆ
た
か

に
す
る

(児
童
福
祉
法
第
四
十
条
)
」

と
い
う
目
的
に
大
巾
な
制
約
を
加
え
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
児
童
館
が
そ
の
地
域

の
す
べ
て
の
児

童
を
対
象
と
す
る
児
童
の
健
全
育
成
の
た
め

の
児
童
厚
生
施
設
で
あ
る
上
に
、
特
別
な
配
慮
を
与
え
る

こ
と
の
な
い
ま
ま
、
留
守
家
庭
児
童

へ
の
対
処
を
要
求
す
る
こ
と
と
な
り
、
児
童
館
に
新
た
な
住
民
の

要
求

へ
対
応
を
迫
る
も

の
で
し
か
な
か

っ
た
。
だ
が
、

こ
の
通
達
が
児
童
厚
生
施
設
で
あ
る
児
童
館
の

設
置
、
運
営
上
の
国
庫
補
助
を
与
え
た
こ
と
は
、
児
童
福
祉
法

の
運
用

レ
ベ
ル
で
の
前
進
と
な

っ
た
こ

と
は
否
定
で
き
な
い

(
残
念
な
事

に
、
こ
の
児
童
館

へ
の
国
庫
補
助
も
、
児
童
館
設
置

の
た
め

の
土
地

購
入
費
は
補
助
対
象
に
さ
れ
ず
、
建
設
費
は
厚
生
省

の
算
定
し
た
基
準
額
の
三
分
の

一
を
補
助
す
る
も

但
し

一
九
六
四
年
以
降

一
五
八

・
六
七
㎡
に
対
す
る
補
助
し
か
し
て
い
な
い
。
ま
た
国
庫
補
助

の
不
合
理
性
に
つ
い
て
は

一

い
わ
ゆ
る

「
摂
津
訴
訟
」
が
提
訴
さ
れ
て
い
る
。
)

い
く

つ
か

の
地
方

厚
生
省
は
、
児
童
館
に
対
す
る
補
助
を
開
始
し
た
も

の
の
、
学
童
保
育

の
要児

学
童
保
育

へ
の
要
求
を
児
童
館
内
で
の
各
種
事
業
の

一
つ
に
位
置
づ
け
た
に
過
ぎ
な
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一
九
六
六
年

に
、
文
部
省
社
会
教
育
局
は

「
留
守
家
庭
児
童
会
育
成
事
業
」
を
開
始
し
た
。
こ
の
事
業
は

「
下
校
後
、
保
護
者
が
家
庭

に
い
な
い
小
学
校
児
童
を
対
象

に
市
町
村

の
社
会
教
育
事
業
と
し
て

『
留
守
家
庭
児
童
会
」
を
ひ
ら
き
、
こ
れ
ら
の
児
童
の
生
活
指
導
を
行
い
、
も

っ
て
、
少
年
教
育

の
振
興
に
資
す
る
」
こ
と
を
目
的

と
し
、
そ
の
実
施
要
項
で
は

「
小
学
校
児
童

で
、
下
校
後
午
後
五
時
ま
で
保
護
者
が
家
庭
に
い
な

い
等
、
保
護
指
導
を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
常
態

(
月

一
五
日
以
上

三

ケ
月
継
続
)

で
あ
る
も
の
を
対
象
と
し
、
三
十
人
以
上
の
児
童
を
、
原
則
と
し

て
年
間
を
通
じ
週

三
日
以
上
実
施
す
る
も

の
を
補
助
対
象
と
す
る
」
と
し
て
い
た
。

こ
の

事
業
は

「
市
町
村
の
社
会
教
育
事
業
と
し
て

『
留
守
家
庭
児
童
会
』
を
ひ
ら
く
」
と
し
て
お
り
、
例
え
、
社
会
教
育
が
学
校
教
育
を

「
補
完
」
す
る
も

の
で
あ
り
、
児
童

の
課
外
活
動
を

そ
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
容
認
さ
れ
よ
う
と
も
、
市

町
村
を
社
会
教
育
の
実
施
主
体
と
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
は
、

『
留
守
家
庭
児
童
会
」

の
活
動
が
留

守
家
庭
児
童
の
放
課
後

の

「
生
活
指
導
」
を
対
象

に
し
て
い
る
と
は
い
え
、
公
権
力
に
よ
る

「
教
育

へ
の
不
当
な
支
配
」
に
該
当
す
る
要
素
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
。
教

育
と
し

て
の
位
置
づ
け
も
重
大
な
疑
念
を
抱
い
て
い
る
が
、
学
童
保
育
に
対
す
る
要
求

へ
の
対
応
と
し
て
と
ら
え

て
も
、
実
施
要
項
が

「
原
則
と
し
て
年
間
を
通
じ

て
週

三
日
以
上
実
施
す
る
も

の
を
補
助
対
象
と
す
る
」
と
し
、

毎
日
実
施
さ
れ
な
い

『
留
守
家
庭
児
童
会
」
も
誕
生
し
、

部
分
的
に
し
か
機
能
し
え
な
か

っ
た
。

文
部
省
は

「
留
守
家
庭
児
童
会
育
成
事
業
は
学
童
保
育

で
は
な

い
。
社
会
教
育
活
動
と
し
て
の
児
育
会

(
の
育
成
)
だ
」
と
し
て
、
特
別
の
指
導
を
必
要
と
す
る

「
児
童
」

へ
の
集

団
を
介
し

て
の

「
生
活
指
導
」
と
し
て
位
置
づ
け
て

い
る
。
だ
が
、

こ
の
事
業
が
直
接
、
留
守
家
庭
児
童
を
対
象
と
し
て
い
た
た
め
に
、
学
童
保
育
を
要
求
す
る
側
が
、

こ
の

「
留
守
家
庭
児
童
会
」

の
実
施
を
市
町
村
に
求
め
た
。
こ
う
し
た
中

で
、
六
六
年
度
の
補
助
対
象
に
な

っ
た
留
守
家
庭
児
童
会
は

一
〇

一
市
町
村

一
七
四
児
童
会
、

対
象
児
童
数
九
、
四

一
四
人
が
、
六
七
年
度
に
は

一
五
〇
市
町
村

(
=

六
市
、
三

一
町

三
村
)

三
〇
九
児
童
会
、
対
象
児
童
数

一
四
、
五
〇
六
人
、
六
九
年
度
で
は

一

八

一
市
町
村
三
八
九
児
童
会
と
量
的
発
展
を
示
し
て
い
た
が
、
六
⊥ハ
年
度

の
予
算
が
%
補
助

で
五
、
〇
七

一
万
を
計
上
し
た
も

の
の
、
六
七
年
度
か
ら
は
単
独
に
計
上
さ

れ
ず
、
文
部
省
の
社
会
教
育
局
の
少
年
活
動
促
進
事
業
に

一
括
し

て
組
み
込
ま
れ
、
留
守
家
庭
児
童
育
成
事
業
と
し
て
交
付
さ
れ
た
補
助
金
の
金
額
が
六
九
年
度
で
四
、

九

一
〇
万
で
あ
り
、
「
今
ま
で
週
四
日
実
施
分
が
交
付
さ
れ
て
い
た

の
に
、
週

二
日
分
し
か
出
な
く
な

っ
た

(名
古
屋
市
)」
と
か

「
町
で
は
五
〇
〇
万
円

(
ニ
ケ
所
)

の

予
算

で
実
施
し

て
い
る
の
に
、
文
部
省
か
ら
は
二
十
四
万
し
か
こ
な
い

(京
都
府
城
陽
町
)
」
と
い
う
事
態
さ
え
生
み
出
す
と
と
も
に
、

特
別

な

胴
生
活
指
導
」
を
行
う

べ
き
児
童
に
対
す
る
社
会
教
育
と
し
て
の
文
部
省
の
位
置
づ
け
が
、
す

べ
て
の
子
ど
も
と
い

っ
し

ょ
に
指
導
す
る
と
し

て
、
留
守
家
庭
児
童
育
成
事
業
が
七

一
年
度
か
ら

は

「
校
庭
開
放
事
業
」
に
統
合
し
て
し
ま

っ
た
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う

に
文
部
省
の

「
留
守
家
庭
児
童
育
成
事
業
」
は
、
結
果
的
に
市
町
村

に
過
重
な
財
政
上
の
負
担

を
し
、
留
守
家
庭
児
童
を
特

に
配
慮
さ
れ
た

噸
生
活
指
導
」
を
加
え
る
べ
き
対
象
と
見
倣
す
と
い
う
歪
あ
ら
れ
た
留
守
家
庭
像
に
立

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
も

の
の
、
学
童

放
置
さ
れ
た
子
ど
も
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放
置
さ
れ
た
子
ど
も

表2校 庭開放事業実施校数の推移

実施校数i増 減

205

298

925

336

154

455

660

958

1,883

2,219

2,373

68年

69年

70年

71年

72年

73年

青少年白書昭和48、49年 版より作成

 

民
の
要
求
の
実
現
の
た
め
の
施
策
を
少
し
ず

つ
充
実
さ
せ
て
い

っ
た
。

尾
市
で
共
同
保
育
形
態
で
運
営
さ
れ
て
い
る
学
童
保
育
に
対
す
る
助
成
が
は
じ
め
ら
れ
、
都
道
府
県
の
助
成
も
、

年

に
埼
玉
県
、
七
八
年
に
奈
良
県
七
九
年
に
は
神
奈
川
県
、

五
万
人
以
下
の
市
町
村

へ
の
補
助
に
限
定
さ
れ
て
い
る
)

学
童
保
育
室
条
例
」
を
制
定
し
て
い
る
。

体
が
よ
り
積
極
的
に
、
学
童
保
育

へ
の
施
策
を
充
実
さ
せ
て
き
た
。

度
化
を
要
求
す
る
国
会
請
願
」
が
八
万
名

の
署
名
で
提
出
さ
れ
、

大
臣
が
学
童
保
育
の
必
要
性
を
認
め
て
七
五
年
度
よ
り
実
施
す
る
と
答
弁
す
る

予
算

で
厚
生
省
は
、

三
億
五
千
万
円

の

め
る
国
会
請
願
」
が
再
度
提
出
さ
れ
、

予
算

で
厚
生
省
は

「
都
市
児
童
健
全
育
成
事
業
費
」
四
億
七
千
万
円
の
概
算
要
求
を
す
る
が
、

円
の

「
都
市
児
童
健
全
育
成
事
業
費
」
が
実
現
す
る
。

保
育

へ
の
市
町
村
の
姿
勢
を
転
換
さ
せ
る
こ
と
と
な
り
、
補
助
金
の
支
出
が
引
き
金
と
な

っ
て
飛
躍
的
に
学
童
保
育
を
行
な
う
市

町
村
数
が
増
え
た
の
で
あ
る
。

七

一
年
度
か
ら
は

「
留
守
家
庭
児
童
育
成
事
業
」
は

「
校
庭
開
放
事
業
」
に
統
合
さ
れ
、
姿
を
消
し
た
。
表
2
は

一
九
六
八
年

か
ら

一
九
七
三
年
ま
で
の
六
年
間

の

「
校
庭
開
放
事
業
」
実
施
校
の
状
況
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
七

一
年

の

「
留
守
家
庭
児
童

育
成
事
業
」
の

「
校
庭
開
放
事
業
」

へ
の
統
合

に
よ
る
著
し
い
増
加
が
見
ら
れ
た
。
文
部
省
は

「
留
守
家
庭
児
童
育
成
事
業
」
発

足
の
際
の

「
留
守
家
庭
児
童
に
対
す
る
特
別
な
生
活
指
導
」
を

「
留
守
家
庭
児
童
で
は
な
い
他
の
児
童
と
の
交
わ
り
の
中

で
行
な

い
、
更
に
留
守
家
庭
児
童
に
対
す
る
特
別
の
配
慮
は
留
守
家
庭
児
童
に
対
す
る
過
剰
な
保
護
と
な
り
、
他
の
児
童
と
同
様
な
条
件

下
で
の
み
、
放
課
後

の
過
ご
し
方
を
指
導
す
る
」
と
態
度
を
改
め
て
き
た
。
他
方
、
地
方
公
共
団
体
は
、
学
童
保
育
に
対
す
る
住

一
九
六
八
年
に
は
、
大
阪
市
で
、

一
九
七

二
年

に
は
名
古
屋
市
で
、

一
九
七
六
年

に
は
埼
玉
県
上

一
九
六
五
年
に
東
京
都
、
一
九
七
二
年
に
大
阪
府
、
七
三

愛
知
県
、
滋
賀
県
と
岩
手
県

(但
し
、
岩
手
県
は

「
都
市
児
童
健
全
育
成
事
業
」

の
対
象
と
な
ら
な
い
人

口

が
単
独
事
業
費
で
学
童
保
育

へ
の
助
成
を
開
始
し
て
い
る
。
更
に
埼
玉
県
の
川
越
市

で
は
七
四
年
に

「
川
越
市

国
が
学
童
保
育
に
対
し
、
消
極
的
で
あ

っ
た
の
と
は
対
照
に
、

い
わ
ゆ
る

「
革
新
自
治
体
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
地
方
公
共
団

こ
う
し
た
中
で
学
童
保
育
を
要
求
す
る
声
も
高
ま
り
、

一
九
七
三
年

一
二
月
に
は

「
学
童
保
育
の
制

一
九
七
四
年
五
月
に
参
議
院
社
会
労
働
委
員
会

で
、
沓
脱
タ
ケ
子
議
員
の
質
問
に
対
し
て
、
斎
藤
厚
生

(国

の
機
関
が
は
じ
め
て
学
童
保
育
な
る
語
を
使
用
し
た
)
。

と
こ
ろ
が
七
五
年
度
国
家

「
留
守
家
庭
児
童
対
策
費
」
を
概
算
要
求
す
る
が
、
大
蔵
省
の
査
定
で
ゼ

ロ
と
な
り
、
七
五
年
に
は

「
学
童
保
育
の
制
度
化
を
求

全
国
市
議
会
議
長
会
も
七
六
年
度
予
算

へ
の

「
要
望
書
」
の

一
項
目
に

「
学
童
保
育
に
対
す
る
国
庫
補
助
」
を
加
え
、
七
六
年
度

第

一
次
査
定
で
ゼ

ロ
と
さ
れ
た
も
の
の
、
復
活
折
衝
で

一
億

一
七
〇
〇
万

更
に
七
八
年
の
第
八
四
国
会
で
は

「
学
童
保
育

の
制
度
化
」
を
求
あ
る
請
願
が

三
十
万
余
の
署
名
を
も

っ
て
提
出
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さ
れ
た
。

七
六
年
に
創
設
さ
れ
た

「
都
市
児
童
健
全
育
成
事
業
」
は
そ
の
実
施
要
綱
で

第

一

目
的

最
近
の
都
市
に
お
け
る
人
口
の
集
中
、
交
通
量
の
増
大
等
に
伴
う
、
児
童
の
遊
び
場
の
不
足
、
生
活
環
境
の
悪
化
、
核
家
族
化

の
進
行
及
び
既
婚
婦
人
の
職
場
進
出

の
増
加
等
に
よ
る
留
守
家
庭
児
童
の
多
発
等
の
多
様
な
児
童
の
健
全
育
成
上
の
諸
問
題
の
発
生
に
対
処
す
る
た
め
、
個

々
の
市
又
は
特
別
区
が
そ
の
必
要
に
応
じ
て
、

家
庭
児
童
対
策
民
間
指
導
者
養
成
事
業

(以
下

「
民
聞
指
導
者
養
成
事
業
」
と
い
う
)
、
社
会
福
祉
施
設
園
庭
開
放
事
業

(以
下

「
園
庭
開
放
事
業
」
と
い
う
)、
留
守

家
庭
児
童
等

の
た
め
の
地
域
組
織
育
成
事
業

(
以
下

「
児
童
育
成
ク
ラ
ブ
の
設
置
、
育
成
事
業
」
と
い
う
)
及
び
都
市
児
童
に
対
し
体
力
の
増
進
、
情
操
を
豊
か
に
す

る
こ
と
等
児
童
の
健
全
育
成
を
図
る
事
業
で
あ

っ
て
、
か

つ
、
厚
生
大
臣
が
適
当
と
認
め
る
事
業

(以
下

「
そ
の
他
の
事
業
」
と
い
う
)
か
ら
な
る
都
市
児
童
健
全
育

成
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
都
市
に
お
け
る
児
童

の
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
二

事
業
の
実
施
主
体

こ
の
事
業

の
実
施
主
体
は
、
原
則
と
し
て
入
口
五
万
人
以
上
の
市
又
は
特
別
区
と
す
る
。

第
三

事
業
実
施
の
基
本
方
針

/

↓
、
地
域
に
お
け
る
児
童
の
健
全
育
成
は
、
児
童
福
祉

・
社
会
教
育
関
係
の
行
政
機
関
及
び
施
設
の
連
携
の
あ
る
活
動
及
び
地
域
住
民
の
積
極
的
な
参
加
に
よ

っ

て
推
進
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。

二
、
こ
の
事
業
は
、
近
年
、
社
会
的
問
題
と
な
り
つ
つ
あ
る
留
守
家
庭
児
童
等
の
保
護

・
育
成

・
児
童
の
遊
び
場
不
足
等
の
対
策

の

一
環
と
し
て
実
施
す
る
も

の

で
あ
る
。

こ
れ
ら

の
対
策
は
、
本
来
、
児
童
の
生
活
圏
に
見
合

っ
た
児
童
館
、
児
童
遊
園
の
整
備
、
社
会
教
育
分
野
の
学
校
体
育
施
設
開
放
事
業
等
各
分
野
の
施
策
の
適
切

な
組
合
せ
に
よ

っ
て
そ
の
推
進
が
図
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
都
市
に
お
け
る
児
童
館
、
児
童
遊
園
、
学
校
体
育
施
設
開
放
事
業
等
の
現
状
に
照
ら
し
、
こ
れ
ら
の
必
要
な
条
件

の
整
備
が
図
ら
れ
る
ま
で
の
経
過
的

措
置
と
し
て
、
こ
の
事
業
は
、
地
域
の
自
主
的
な
活
動
を
助
長
す
る
と
い
う
奨
励
的
観
点
か
ら
、

]
定
期
間
実
施
す
る
も

の
で
あ
る
。

放
置
さ
れ
た
子
ど
も
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育
成
を
行
な
い

②
象
児
童
は
、

㈲
る
、四

、

第
五

実
施
主
体
は
、

業
を
選
択
し
て
実
施
す
る
も

の
と
す
る
。

に
優
先
し
て
行
う
も
の
と
し
、

第
六

第
七
に
定
め
る
国
の
助
成

の
対
象
と
な
る
都
市
児
童
健
全
育
成
事
業
の
実
施
主
体
の
選
定
に
当
た

っ
て
は
、

を
総
合
的
に
勘
案
す
る
も

の
と
す
る
。

一
、
地
域
に
お
け
る
児
童
の
健
全
育
成
及
び
地
域
連
帯
性
を
図
る
た
め

の
民
間
指
導
者
が
十
分
養
成
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

事
業
関
係
)

放
置
さ
れ
た
子
ど
も

第
四

事
業
内
容
及
び
実
施
方
法

一
、
民
間
指
導
者
養
成
事
業

(略
)

二
、
園
庭
開
放
事
業

(略
)

三
、
児
童
育
成
ク
ラ
ブ
の
設
置

・
育
成
事
業

ω

こ
の
事
業
は
、
留
守
家
庭
児
童
等
の
余
暇
に
お
け
る
保
護

・
育
成
に
資
す
る
た
め
、
地
域
住
民
の
積
極
的
な
協
力
を
得

て
、
児
童
育
成
ク
ラ
ブ
の
設
置
及
び

、
地
域
的
な
連
帯
の
も
と
に
、
必
要
な
児
童
健
全
育
成
活
動
の
推
進
を
図

る
こ
と
を
趣
旨
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

児
童
育
成
ク
ラ
ブ
は
、
民
間
指
導
者
、
地
域
の
児
童
の
保
護
者
等

(以
下

「
育
成
指
導
者
」
と
い
う
)
及
び
児
童
を
も

っ
て
構
成
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
対

留
守
家
庭
児
童

(小
学
校

一
～

三
年

の
学
童
)
を
主
体
と
し
、
そ
の
他
参
加
を
希
望
す
る
児
童
を
も
加
え
る
も

の
と
す
る
。

児
童
育
成
ク
ラ
ブ
の
活
動
の
拠
点
は
、

地
域

の
福
祉

セ
ン
タ
ー
、

寺
社
等
と
し
、

そ
の
効
果
的
な
設
置
及
び
育
成
に
資
す
る
た
め
、

育
成
指
導
者
に
対
す

児
童
の
生
活
指
導
の
充
実
に
必
要
な
現
地
に
お
け
る
実
際
指
導
及
び
研
修
並
び
に
児
童
健
全
育
成
活
動
に
必
要
な
設
備
の
整
備
を
行
う
も

の
と
す
る
。

そ
の
他
の
事
業

(
略
)

事
業
の
選
択
基
準

都
市
児
童
健
全
育
成
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
四
に
掲
げ
る
事
業

の
う
ち
か
ら
、
そ
の
福
祉
的
需
要
に
応
じ
て
必
要
と
思
わ
れ
る
事

こ
の
場
合

に
お
い
て
、
民
間
指
導
者
養
成
事
業
は
他
の
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
あ
の
基
盤
と
な
る
の
で
、
他

の
事
業

ま
た
、
そ
の
他
の
事
業
は
第
四
の

一
か
ら
三
ま
で
の
事
業
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
事
業
を
実
施
し
た
場
合
に
行
う
も
の
と
す
る
。

実
施
主
体
の
選
定

次
に
掲
げ
る
事
項
及
び
市
又
は
特
別
区
の
福
祉
計
画
等

(民
間
指
導
者
養
成
事
業
及
び
そ
の
他
の
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二
、
児
童
遊
園
等
屋
外

の
児
童
の
遊
び
場
が
十
分
整
備
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

(園
庭
開
放
事
業
及
び

そ
の
他
の
事
業
関
係
)

三
、
児
童
館
の
普
及
率
が
低
い
こ
と

(
園
庭
開
放
事
業
、
児
童
育
成
ク
ラ
ブ
の
設
置

・
育
成
事
業
及
び
そ
の
他
の
事
業
関
係
)

四
、
母
親
の
就
労
等
に
よ
り
、
真
に
保
護
育
成
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
留
守
家
庭
児
童

(
小
学
校

一
～

三
年

の
学
童
)
が
多
数
発
生
し
て
い
る
こ
と

(児
童
育
成
ク

ラ
ブ

の
設
置

・
育
成
事
業
及
び
そ
の
他
の
事
業
関
係
)

五
、
社
会
教
育
等
の
関
連
施
策
に
お
け
る
類
似
事
業
が
未
だ
不
十
分
で
あ
る
こ
と

(
四
事
業
共
通
)

第
七

国
の
助
成

一
、
国
は
予
算

の
範
囲
内
に
お
い
て
、
市

(指
定
都
市
を
除
く
)
又
は
特
別
区
が
支
弁
し
た
都
市
児
童
健
全
育
成
事
業

に
要
す
る
経
費

に
つ
い
て
助
成
を
行
う
都
道

府
県

に
対
し
、
そ
の
補
助
し
た
金
額

(当
該
金
額
が
、
都
市
児
童
健
全
育
成
事
業
に
要
し
た
費
用
の
三
分

の
二
を
超
え
る
と
き
は
三
分
の
二
に
相
当
す
る
金
額
)

の
二
分
の

一
以
内
の
金
額
を
補
助
す
る
も

の
と
す
る
。

二
、
国
は
、
予
算

の
範
囲
内
に
お
い
て
、
指
定
都
市
が
支
弁
し
た
都
市
児
童
健
全
育
成
事
業

に
要
す

る
費
用
に
対
し
て
、
三
分
の

一
以
内
の
金
額
を
補
助
す
る
も

の

と
す
る
。

第
八

そ
の
他

都
道
府
県
知
事
は
、

こ
の
要
綱
に
基
づ
く
都
市
児
童
健
全
育
成
事
業
に
対
し
て
助
成
を
行
い
、
そ
れ

に
つ
い
て
国
の
補
助
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

(指
定
都
市

の

市
長

に
あ

っ
て
は
、

こ
の
要
綱

に
基
づ
く
都
市
児
童
健
全
育
成
事
業
を
実
施
し
、
国
の
補
助
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
)
は
、
あ
ら
か
じ
め
別
に
児
童
家
庭
局
長
通
知

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
厚
生
大
臣
に
協
議
し
承
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

と
、
定
め
て
い
る
。
こ
の

糊
都
市
児
童
健
全
育
成
事
業
」
は
、
そ
の
名
称
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
都
市
化

の
進
行

の
中

で
子
ど
も
を
と
り
ま
く
環
境
が
著
し
く
悪

化
し
て
き

て
い
る
こ
と
を
認
め
、
留
守
家
庭
児
童
の
保
護

・
育
成
が
社
会
的
問
題
と
な
り

つ
つ
あ
る
と
認
識
し
た
上
で
、
都
市
に
生
活
す
る
子
ど
も
の
健
全
育
成
の
た
要

の
事
業
と
し

て
①
民
間
指
導
者
養
成
、
②
園
庭
開
放
、
③
児
童
育
成
ク
ラ
ブ

の
設
置

・
育
成
、
④

そ
の
他
を
規
定
し
て
お
り
、
学
童
保
育
を
社
会
的
必
要
と
し

て
位
置
づ

け
て
い
る
こ
と
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら

■
都
市
に
お
け
る
児
童
館
、
児
童
遊
園
、
学
校
体
育
施
設
開
放
事
業
等

の
現
状
に
照
ら
し
、
こ
れ
ら
の
必
め

の

　

つ

の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

コ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

な
条
件

の
整
備
が
図
ら
れ
る
ま
で
の
経
過
的
措
置
と
し
て
、
こ
の
事
業
は
、
地
域

の
自
主
的
な
活
動
を
助
長
す
る
と
い
う
奨
励
的
観
点
か
ら
、

一
定
期
間
実
施
す
る
も

の

放
置
さ
れ
た
子
ど
も
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放
置
さ
れ
た
子
ど
も

　

　

　

で
あ
る
。

(傍
点
は
筆
者
)
」
と
、
①
経
過
的
措
置
、
②
奨
励
的
観
点
、
③
地
域

の
自
主
的
活
動

の
助
長

の
三
点
を
明
記
し
て
い
る
。
①

の
経
過
的
措
置
と
い
う
と
ら
え
方

は

「
児
童
の
生
活
圏
に
見
合

っ
た
児
童
館
、
児
童
遊
園
の
整
備
、
社
会
教
育
分
野
の
学
校
体
育
施
設
開
放
事
業
等
各
分
野
の
施
策
の
適
切
な
組
合
せ
に
よ

っ
て
推
進
が
図

ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
で

「
児
童
館
、
児
童
遊
園
の
整
備
な
ら
び

に
学
校
体
育
施
設
開
放
事
業
」

の
効
率
あ
る
活
用
で
、
留
守
家
庭
児
童

の
保
護

.
育

成
が
十
全
な
成
果
を
得
る
も

の
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
留
守
家
庭
児
童
の

「
放
課
後
の
生
活
拠
点
の
確
保
」
だ
け
を
主
眼
と
し
て
い
る
点
で
、
限
界
を
も

つ
し
、
更
に
こ

う
し
た
施
設
の
整
備
が
都
市
化
現
象
の
進
展
の
中
で

一
層
困
難
に
な

っ
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
お
り
、
そ
れ
を

一
定
期
間
に
限
定
し

て
い
る
こ
と
は
、
社
会

の
進
展

の

中
で
、
都
市
化
現
象
に
現
わ
れ
る
、
こ
う
し
た
留
守
家
庭
児
童
の
保
護

・
育
成

に
対
す
る
国
の
責
務
の
認
識
が
稀
薄

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
②

の
奨
励
的
観
点
と

い
う
発
想
も
①
と
同
様
に
、
留
守
家
庭
児
童
の
保
護

・
育
成
に
対
す
る
国
の
責
務
の
認
識

の
稀
薄
性
を
浮
き
立
た
せ
る
も
の
で
あ
る
。
国
が
奨
励
的
観
点
を
と
る
こ
と
は
、

そ
の
ま
ま
、
地
方
公
共
団
体
と
国
民
に
負
担
を
強
い
る
こ
と
で
あ
り
、
③
の
地
域
の
自
主
的
な
活
動
の
助
長
の
示
す
、
自
助
に
も
と
ず
く
地
域
福
祉
の
実
現
、
換
言
す
れ

　

　

　

　

コ

ば
、

「
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
る
地
域
福
祉
」

の
実
現

へ
の
触
媒
的
効
果
し
か
期
待
し
て
お
ら
ず
、
国
の
主
体
性
を
曖
昧
に
し
、
そ
の
ま
ま
国
の
責
務
を
回
避
し
よ
う
と
す

る
も

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
弱
点
を
も
ち
な
が
ら
も
、

「
都
市
児
童
健
全
育
成
事
業
」
は
、

国
と
地
方
公
共
団
体

の
財
政
危
機

の
中
で
、

学
童
保
育

の

社
会
性
を
是
認

し
、
学
童
保
育
を
福
祉
政
策
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
は
評
価
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
経
過
を
辿

っ
て
、
学
童
保
育
が
国
の
施
策

の
対
象
に
な

っ
た
が
、
更
に
第
八
四
国
会

(
↓
九
七
八
年
)
で
は

「
学
童
保
育
の
制
度
化
」
を
要
求
す
る
請

願
が
採
択
さ
れ
た
。

こ
の
請
願
は
、

「
学
童
保
育
の
制
度
化
」
を
要
求
す
る
運
動
の
現
状
と
論
理
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
で
紹
介
し

て
お
く
。

児
童
福
祉
法
に
も
と
ず
き
、
学
童
保
育

の
制
度
化
を
要
求
す
る
請
願
書

請
願
理
由

☆
婦
人
労
働
者
の
増
大
と
社
会
的
役
割

の
重
要
性

物
価
高
、
不
況

の
下
で
、
働
く
母
親
は
ふ
え
続
け
て
い
ま
す
。
主
婦
の
四
人
に

一
人
は
職
場
に
出

て
働
い
て
い
る
と
い
わ
れ
、
ま
た
婦
人
労
働
者
の
中
で
既
婚
婦
人

が
占
あ
る
割
合
は
す
で
に
六
割
に
も
達
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
社
会
的
に
も
婦
人
労
働
者
の
果
す
役
割
は
大
き
く
な

っ
て
い
ま
す
。

☆
留
守
家
庭
児
童
を
放
置

で
き
な
い
環
境
の
悪
化

小
学
校
低
学
年

の
子
ど
も
を
も

つ
働
く
父
母
や
母
子
家
庭
に
と

っ
て
、
子
ど
も

の
下
校
後

の
生
活
は
大
変
不
安
で
す
。
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交
通
事
故

や
子
ど
も
を
対
象
に
し
た
犯
罪
、
子
ど
も

の
心
を
蝕
む
た
い
は
い
的
な
文
化

の
氾
濫
な
ど
、
子
ど
も

の
豊
か
な
成
長
や
発
達
を
阻
む
も

の
が
多
く
、
し
か

も
こ
の
傾
向

は
、
大
都
市
に
限
ら
ず
、
中
小
都
市
、
そ
し
て
過
疎
化

の
進
む
農
村
地
帯
で
も
次
第
に
そ
の
深
刻
さ
を
増
し
て
き

て
い
ま
す
。

☆
遅
れ
て
い
る
国
の
施
策

学
童
保
育

は
、

こ
う

い
っ
た
子
ど
も
た
ち
の
放
課
後
を
心
配
す
る
働
く
父
母
の
ね
が
い
か
ら
生
ま
れ
ま
し
た
。
現
在
多
く
の
地
方
自
治
体
が
公
的
施
策
と
し
て
と
り

あ
げ
、
四
七
都
道
府
県

の
す

べ
て
に

一
ケ
所
以
上
の
学
童
保
育
が
存
在
す
る
ま
で
に
至
り
ま
し
た
。
東
京
都
、
大
阪
府
、
埼
玉
県
で
は
、
都
府
県
と
し
て
学
童
保
育

に

マ
マ

対
す
る
補
助
を
行
な

っ
て
き
ま
し
た
が
、
最
近
奈
良
県
な
ど
も
県
担
補
助
の
予
算
を
計
上
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
全
国
の
小
学
校
在
籍
児
童

一
千
万
名
の
中

一
五
%
か
ら

二
〇
%
が
留
守
家
庭
児
童

と
い
わ
れ
る
中
で
、

全
国
の
学
童
保
育

の
数
は
僅
か

二
、
○
○
○
ケ

所
、
利
用
児
童
数
は
六
万
名
に
す
ぎ
ず
、
圧
倒
的
に
学
童
保
育
は
不
足
し
て
い
ま
す
。

地
方
自
治
体
の
自
主
事
業
の
枠
内
で
は
限
界
が
あ
り
、
自
治
体
担
当
者
や
議
会
か
ら
も
、
国
の
制
度
を
望
む
声
が
高
ま

っ
て
い
ま
す
。

☆
法
に
も
と
ず
く
制
度
化
は
国
の
責
務

こ
う
い

っ
た
社
会
的
要
請
に
押
さ
れ
て
、

厚
生
大
臣
も
国
会
で
学
童
保
育
の
必
要
性
を
認
め
、

五

一
年
度
か
ら

「
都
市
児
童
健
全
育
成
事
業
」

を
は
じ
め
た
こ
と

は
、
全
く
の
無
策
か
ら

一
歩
足
を
踏
み
出
し
た
こ
と
と
し
て
評
価
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
し
か
し
残
念
な
こ
と

に

「
都
市
児
童
健
全
育
成
事
業
」

の
予
算
は
年
間
僅
か

一
億
円
に
す

ぎ
ず
、
ま
た
そ

の
補
助
対
象
の
市
が
人

口
五
万
人
以
上
と
い
う
制
限
が
あ
り
、
補
助
対
象
経
費
も
、
地
方
自
治
体
が
も

っ
と
も
必
要
と
し
て
い
る
、
施
設

費
、
人
件
費
を
含
ま
な
い
と
い
う
内
容

で
あ
り
、
補
助
と
し

て
大

へ
ん
不
充
分

で
す
。

児
童
館
の
数
に
し
て
も
、
全
国
僅
か
に
二
、
○
○
○
館
に
す
ぎ
ず
、

全
国
の
小
学
校
数

二
四
、
○
○
○
校
の

一
割
に
も
充
た
な

い
の
が
現
状
で
す
。

学
童
保
育

は
、
児
童
福
祉
法
の
精
神
に
照
ら
し
て
も
、
本
来
国
が
責
任
を
負
う
べ
き
事
業
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
す
。

教
育
基
本
法
、
児
童
福
祉
法
制
定

三
〇
年

の
今
日
、
法
の
精
神
に
も
と
づ
き
、
学
童
保
育
の
制
度
化
が
早
急
に
実
現
さ
れ

る
の
が
当
然
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

請
願
事
項

一
、
留
守
家
庭
児
童
の
放
課
後
の
生
活
を
保
障
す
る
た
め
、
専
用
施
設
(
室
)
と
専
任
指
導
員
を
も
ち
、
年
間
を
通
し
て
開
設
さ
れ
る
学
童
保
育
を
制
度
化
し
て
下
さ
い
。

二
、
都
市
児
童
健
全
育
成
事
業
を
実
態
に
合
わ
せ
て
改
善
、
拡
充
し
て
下
さ
い
。

放
置
さ
れ
た
子
ど
も
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放
置
さ
れ
た
子
ど
も

三
、
す

べ
て
の
子
ど
も

の
生
活
環
境
整
備
の
た
め
に
、
児
童
館
、
遊
び
場
な
ど
を
増
設
し
て
下
さ
い
。

(
ω
は
大
塚
達
男

「
学
童
保
育
」
大
塚
達
男

・
西
元
昭
夫
編
著

「
あ
め
ん
ぼ
ク
ラ
ブ

の
子
ど
も
た
ち
」

(3)

な
ど
を
参
照
し
た
)

す
で
に
見
た
よ
う
に
学
童
保
育
の
あ
ゆ
み
は
、
保
育
園
を
は
じ
め
と
す
る
民
間
児
童
福
祉
施
設
長
ら
の
好
意
と
尽
力

に
よ

っ
て
誕
生
し
、
他
方
小
学
校
低
学
年

の
子
ど

も
を
抱
え
る
、
国
民
の
努
力
が
、
共
同
保
育
形
態
の
学
童
保
育
を
誕
生
さ
せ
た
。
共
同
保
育
形
態

の
学
童
保
育
の
誕
生

・
成
長
が
市
町
村
に
学
童
保
育
に
対
す
る
公
け
の

関
与
、
施
策
の
樹
立
を
引
き
出
し
て
き
た
。
国
の
側
か
ら
は
、
戦
後
第
二
の
少
年
非
行
の
発
生
の
ピ
ー
ク
期
に

「
留
守
家
庭
児
童
」

に
対
す
る

「
特
別
な
」
生
活
指
導
の

必
要
と
い
う
主
張

の
も
と
に
、

「
留
守
家
庭
児
童
育
成
事
業
」
が
施
行
さ
れ
、
各
地
に
学
童
保
育
が
多
数
誕
生
す
る
。

こ
の
事
業
は
、

「
留
守
家
庭
児
童
」

に
対
す
る
、

生
活
指
導
が
、
他

の
児
童
と

の
交
流

の
必
要
、
更
に
は
す

べ
て
の
児
童
に
対
す
る
同

一
の
条
件

の
下

で
の
生
活
指
導

の
必
要
か
ら
、
「
公
立
学
校
校
庭
開
放
事
業
」
、
更
に

は

「
公
立
学
校
体
育
施
設
開
放
事
業
」

に
統
合
さ
れ
、
実
質
的
に
解
消
さ
れ
て
し
ま

っ
た
。
国
の
施
策

の
変
更
に
も
拘
ら
ず
、
学
童
保
育

に
対
す
る
国
民
の
要
求
は
、
進

行
す
る
都
市
化
現
象

の
中
で
高
ま
り
、
市
町
村
の
学
童
保
育
の
助
成
を
獲
得
し
、
学
童
保
育
に
関
す
る
条
例
の
制
定
を
実
現
し
、
都
府
県
の
単
独
事
業
と
し

て
の
学
童
保

育

へ
の
助
成
を
発
生
さ
せ
、
更
に
は
国
の
新
た
な
施
策
を
引
き
出
し
た
。
よ
り
端
的
に
言
え
ば
、
低
学
年

の
学
童
の
保
護

の
必
要
が

「
学
童
の
非
行
」
を
契
機
に
、
児
童

福
祉
施
設
長
を
動
か
し
、
保
護
者
の
努
力
を
生
み
出
し
、
「
非
行
児
童
の
多
発
」
が
国
の
施
策
を
生
ん
で
お
り
、
「
非
行
」
が
学
童
保
育
誕
生
の
重
要
な
契
機
で
あ

っ
た
。

一
度
発
生
し
た
学
童
保
育
は
、
国
の
施
策
の
変
更
に
も
拘
ら
ず
、
国
民
の
要
求
に
支
え
ら
れ
、
市
町
村
独
自
の
更
に
は
都
府
県
独
自
の
施
策
を
産
み
出
し
、
近
年

に
至

っ

て
国
の

「
都
市
児
童
健
全
育
成
事
業
」
の
施
行

へ
と
向
か

い
、
国
民
の
要
求
が
制
度
を
創
出
す
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
歩
み
の
中
で
学
童
保
育
は
、

国
会
請
願
の

採
択

に
示
さ
れ
る
よ
う
に
そ
の
社
会
性
を
獲
得
し

つ
つ
あ
る
。

で
は
、
そ
の
社
会
的
必
要
性
は
何
で
あ
る
の

か
。

「
留
守
家
庭
児
童
育
成
事
業
」
は
、

「
学
童
の
非
行
の
多
発
」
を

一
つ
の
契
機
と
し
て
い
た
。
だ
が
そ
の
背
景
に
社
会
的
事
実
と
し
て

甜
留
守
家
庭
児
童
」
の
増
加
が

あ
り
、

「
留
守
家
庭
児
童
」
が

「
非
行
」
に
走
る
と

い
う
推
測
が
な
さ
れ
た
と
い
え
る
。

一
九
六
四
年

に
厚
生
省
が
実
施
し
た

「
全
国
家
庭
福
祉
実
態
調
査
」

に
よ
れ
ば
、
両
親
と
も
働
い
て
い
る
家
庭
は
全
家
庭

の
四
六
%
に
あ
た
る
七
五
五
万
家
庭
で
あ
り
、
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表3 母親が勤めている間の子どもの保育状況(1964年6月)(%O)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

自宅で家族がみている

自宅で家族以外のものがみている

よその家にあずけている

職場の保育施設

その他の保育施設

小 計1(1～5)

ノ」、 言十2(4十5)

誰も世話するものがいない

その他

不 明

総 計

50.4

16.0

14.2

1.8

8.2

76.9

10.0

12.1

3.4

7.6

1ao.o

 

「
生
活
指
導
」
を

「
留
守
家
庭
児
童
会
」
に
求
め
た
。

れ
は
青
少
年
局
の
委
託
調
査
の

一
つ
と
し
て
、

子

(
H
留
守
家
庭
児
童
)

の
差
異
を
見
出
そ
う
と
す

る
調
査
で
あ
り
、

に
、
子
ど
も
を
も

つ
母
親
の
再
就
職
傾
向
は
ま
す
ま
す
広
が

っ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。
」

監
督
と
指
導

の
如
何
は
、
そ
の
子
の
人
間
性
、

放
置
さ
れ
た
子
ど
も

こ
れ
ら

の
家
庭

の

一
八
歳
未
満
の
子
ど
も
は

一
六
〇
六
万
人
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
母
親
の
う
ち
、
農
業
、
自
家
営

業
等
の
業
主
、
家
族
従
業
者
等
を
除
い
た
常
用
労
働
者
お
よ
び
旦

雇
労
務
者
等

で
あ
る
母
親
は

一
六

・
九
%
で
あ
る
。

労
働
省

の

一
九
六
四
年

の
調
査
で
は
、
母
親
の
勤
め

の
間
の
小
学
生
以
下

の
子
ど
も
の
保
育
状
況
を
み
る
と
何
と

一
二

・
一
%

の
子
ど
も
が
誰

の
世
話
を
受
け
る
こ
と
も

な
く
放
置
さ
れ

て
お
り
、
放
置
さ
れ
て
い
る
子
ど
も
が

一
鍵

っ
子
L

と
し
て
生
活

で
き
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

そ
の
大
半
が
小
学
生
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た

(
表
3
参
照
)
。

ま
た
東

京
都
な
ど
の
調
査

(
一
九
六
四
年

一
〇
月
)

で
は
、
東
京
都
の
小
学
生
の
九

・
七
%
愛
知
県

の
場
合

で

=

.
・
○
%
、

大
阪
市

で
は

=
二
・
八
%
が
、
学
校
か
ら
帰

っ
て
も
保
護
者
ま
た
は
こ
れ
に
代
わ
る
者
の
い
な
い
、
留
守
家
庭
児
童
で

劃働

あ

っ
た
。
こ
れ
ら
の
調
査
に
基
づ

い
て
、
文
部
省
社
会
教
育
局
は
、

一
九
六
六
年
か
ら

[
留
守
家
庭
児
童
育
成
事
業
L

労好

を
開
始
す
る
が
、
全
国

の
小

.
中
学
校
児
童
生
徒

の

一
〇
%
、
約

一
五
〇
万
入
が

「
留
守
家
庭
児
竜

.
生
徒
」

で
あ
る

り

と
推
計
し
て
い
た
。
だ
が
、
留
守
家
庭
児
童
に
対
す
る
こ
の
施
策

の
展
開
も

一
九
六
三
年
五
月
の

「
児
童
福
祉
白
書
」

髄

の

責庭

最
近
、
児
童
の
非
行
化
、
情
緒
障
害
、
神
経
病
等
の
問
題
児
が
激
増
し

て
い
る
。
原
因
は
、
幼
少
時
代
に
母
親
か

隊

ら
十
分
養
育
さ
れ
な
か

っ
た
こ
と
に
よ

る
も
の
が
大
き

い
と
思
え
る
。
家
庭
か
ら
子
ど
も
を
分
離
す
る
と
、
情
緒
の

鮪

黒

分

欠
如
し
た
社
会
不
適
応
寡

形
成
さ
れ
ゑ

母
親
は
本
来
家
庭
に
あ
る
べ
塁

と

い
う
、
「
留
守
家
庭
児
童
」

旧
情
緒
の
欠
如
し
た
社
会
的
不
適
応
者
の
卵
と
い
う
認
識
を
前
提
に
、
非
行
対
策
的
な
、

更
に

一
九
六
八
年
三
月
に
総
理
府
青
少
年
局
は

「
か
ぎ

っ
子
の
実
態
と
対
策
に
関
す
る
研
究
」
を
発
表
し
た
。

こ

東
京
都
渋
谷
区
、

川
崎
市
御
幸
地
区
、
栃
木
県
小
山
市
か
ら
小
学
校
四
校
と
中
学
校
三
校
を
選
び
、

一
般
児
童
と
か
ぎ

っ

「
若
年
労
働
者
の
不

足
が
あ
き
ら
か
に
予
測
さ
れ
る
数
年
後
に
は
、
労
働
力
市
場

の
拡
大
と
と
も

だ
が

「
家
庭
が
子
ど
も

の
人
間
性
を

つ
ち
か
う
苗
床
で
あ
る
か
ぎ
り
、
母
親
の

性
格

の
形
成
に
大
き
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
も

の
で
あ
る
。
」

そ
れ
で

「
母
親
は
職
場

の
仕
事
と
育
児
を
は
じ
め
と
す
る
家

一一163一
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放
置
さ
れ
た
子
ど
も

庭
責
任
の
二
重
性
を
ど
の
よ
う
に
果
た
す

べ
き
か
?
」
、

「
新
し
い
事
態
の
変
化
に
応
ず
る
正
し
い
家
庭
教
育
の
あ
り
方
を
求
め
る
の
が
、

本
調
査
の
目
的
で
あ
り
」
、
結

論
と
し
て

「
か
ぎ

っ
子
の
状
態
は
、
概
し
て
い
え
ば
、
す

べ
て

(学
習
、
生
活
習
慣
、
自
主
性
、
情
緒

の
安
定
性
、
協
調
性
)
に
お
い
て
、

一
般
児
よ
り
よ
い
条
件
を
示

し
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
極
端
な
数
値

で
そ
の
差
異
が
現
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
し

「
い
わ
ば
現
在

の
生
活
で
示
さ
れ
、
評
価
さ
れ

る
も
の
に
は
著
し
く
問
題
点
を
見
出
さ
な
い
が
、
か
ぎ

っ
子
の
意
識

の
中
に
包
蔵
さ
れ
る
も

の
が
、
彼
等

の
性
格
を

つ
く
り
、
彼
等

の
将
来
を
方
向
づ

け
る
こ
と
を
思
う

と
き
問
題
点
が
少
な
く
な
い
と
い
え
よ
う
」
と
し
て
お
り
、
か
ぎ

っ
子
の
包
蔵
す
る
問
題
点
と
し
て
、
①
母
子
の
接
触
時
間
が
少
な
く
、
母
子
が

「
よ
く
話
す
」
と
い
う

答
が

一
露
児
よ
り
や
や
劣
る
。
②
家
事
労
働
が

一
部
子
ど
も
に
肩
代
り
さ
れ
て
い
る
。
③
母
の
叱
責
に

つ
い
て
母
を
非
難
す
る
こ
と
が

一
般
児
よ
り
強

い
。
の
三
点
を
あ

げ
て
い
る
。

　

　

リ

コ

　

こ
の
種
の
委
託
調
査

.
研
究
は
政
策
樹
立
者
の
意
図
に
沿
う
結
論
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
傾
き
が
あ
る
。

(
例
え
ば
、
調
査
の
中
に

「
子
ど
も
が
大
切
だ
か
ら
〈
母
親

は
〉
働
か
な
い
方
が
よ
い
」
と
か

「
母
親
が
働
く
こ
と
は
ど
ん
な
理
由
で
も
反
対
」
と
い
う
質
問
が
あ
り
、
母
親
が
家
庭
に
あ
る

べ
き
だ
と
い
う
認
識

で
調
査
が
す
す
あ

ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
結
果
は
前
者

に
対
し
て
、

一
般
児
童
が
四
三

・
九
%
で
あ
る
の
に
比
し
、

「
か
ぎ

っ
子
」
は

二

一
・
○
%
、
後
者
に
対
し
、

「
か
ぎ

っ
子
」

は
五
%
し
か
同
意
し
て
い
な

い
)

こ
の

「
か
ぎ

っ
子
の
実
態
と
対
策
に
関
す
る
研
究
」
も

「
児
童
福
祉
白
書
」
の

「
母
親
は
本
来
家
庭
に
あ
る

べ
き
だ
」
と
い
う
認
識
を

ふ
ま
え

て
、

「
留
守
家
庭
児
童
」

の
生
育
条
件
の

「
劣
悪
さ
」
が
そ
の
ま
ま
彼
ら
の
学
習
生
活
習
慣
、
自
主
性
、
情
緒
の
安
定
、
協
調
性

の
欠
如
、
弱
さ
等
を
導
き
出
そ

う
と
し
て
い
る
が
、
残
念
乍
ら
断
言
で
き
る
ほ
ど

の
も
の
は
得
ら
れ
て
は
い
な

い
。
逆
に
母
親
の
就
労
が

「
自
分
の
事
は
自
分
で
す
る
よ
う
に
な

っ
た
」
と
い
う
変
化
を

も
た
ら
し
、
生
活
習
慣
、
自
主
性
な
ど
に
お
け
る
、
プ
ラ
ス
面
を
引
き
出
し
て
い
る
。

「
か
ぎ

っ
子
の
実
態
と
対
策
に
関
す
る
研
究
」
が
指
摘
す
る
三
つ
の
問
題
点
は
、
母
親

の
就
労

に
よ
る
家
庭
生
活
上
の
変
化
を
示
す
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
以
上
の
も

の
で
は
な
い
。
第

一
点
の
会
話
の
機
会

の
減
少
に
し

て
も
第

二
の
家
事
労
働

の
肩
代
わ
り
に
し
て
も
、
家
庭
生
活

の
変
化
が
、
そ
れ
に
対
応
す
る
構
造
上
の
変
化
を
余
儀

な
く
ひ
き
お
こ
す
の
で
あ
り
、
そ
の
構
造
上

の
変
化
が
ど
の
よ
う
に
進
行
し
て
、
子
ど
も
の
発
達
上

の
問
題
を
与
え
る
か

へ
と
つ
な
が
ら
ね
ば
、
有
益
な
結
論
は
導
け
な

い
で
あ
ろ
う
。
更
に
第

三
点
の

「
母
の
叱
責
に
対
す
る
母

へ
の
非
難
」

に
つ
い
て
は
、

一
般
的
な

「
家
庭
の
教
育
機
能
」
の
喪
失
の
進
行
と
、
そ
の
中
で
の
母
親

の
育
児

能
力
の
問
題
が
、
留
守
家
庭
児
童
に
よ
り
強
く
主
張
さ
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
調
査
の
目
的
が

「
新
し

い
事
態

の
変
化
に
応
ず
る
正
し
い
家
庭
教
育

の
あ
り
方
を
求

め
る
」
こ
と
に
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
問
題
点

の
指
摘
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
社
会
的
な
変
化

へ
の
対
応
を
家
庭
だ
け
に
、
よ
り
端
的
に
は
、
母
親
だ
け
に
求
め
て
い
る
。
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表4配 偶関係別非農林女子雇用者構成比の推移

放
置
さ
れ
た
子
ど
も

年 実 数(万 人) 総 数(%)!未 婚(%)障 配 偶(%) 死 離 別(%)

1955

1965

1970

1975

,・ ・

860

1,086

1,159

100

100

ioo

ioo

65.2

54.2

48.3

37.9

20.4

34.9

41.4

51.3

ユ4.4

io.3

10.3

10.9

総理府 「労働力調査」

表5女 子労働者の年令級別構成の変化

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～39歳

40～54歳

55～64歳

65歳 以 上

1965年

実数(万人)購 成 比 簡

157

251

99

158

is7

34

7

f

28.8

11.3

18.1

19.1

3.9

0.s

1973年

実数(万人)騰 成 比

105

302

ユ39

229

317

77

17

8.9

25.5

11.7

19.3

26.7

6.5

1.4

計}873
り

100.Oi1,186 100.G

総理府 「労働力調査」

表6有 配偶既婚女子労働者の就業理由(M.A)

就 業 理 由 00 就 業 理 由 00

生活を支えている

生活費の足 しにする

住宅等の経済的理由

子どもの学費

老後の貯金

19.6

62.5

39.6

23.6

13.2

仕事がおもしろい

知識 ・技術をいかせる
一度やめると再就職が困難

うちにこもっていたくない

その他

8.5

8.3

5.2

21.7

3.4

労働省婦人少年局 「既婚女子労働者に関する調査」1966

社
会

の
責
務
と
し
て
留
守
家
庭
児
童

へ
の
社
会

的

保
護
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

現
在
実
施
さ
れ
て
い
る

「
都
市
児
童
健
全
育
成

事
業
」

は
、
十
分
と
は
言
え
な
い
が
、
留
守
家
庭

児
童

に
対
す
る
、
社
会
的
保
護

の
見
地

に
立

っ
て

い
る
。

そ
の
実
施
要
綱
は
、

「
都
市
に
お
け
る
人

口
の
集
中
、
交
通
量
の
増
大
等
に
伴
う
、
児
童

の

遊
び
場
の
不
足
、
生
活
環
境
の
悪
化
、
核
家
族
化

の
進
行
及
び
既
婚
婦
人
の
職
場
進
出
の
増
加
等
に

よ
る
留
守
家
庭
児
童
の
多
発
等
の
多
様
な
児
童

の

健
全
育
成
上

の
諸
問
題
に
対
処
す
る
た
め
」
と
、

児
童

の
健
全
育
成
上
の
諸
問
題
、
と
り
わ
け
留
守

制
度
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
の
が
当
然
と

い
え
る

の
で
は
な
い
か
。
留
守
家
庭
児
童
を
発
生
さ
せ
る

例
え
ば
、
こ
の
問
題
点

の
中
で
は
、
母
親
の
あ
り

方
だ
け
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
他

の
家

族
の
構
成
員

の
姿
は
描
か
れ
ず
、
母
親

の
就
労
を

家
族
が
支
え
、
社
会
が
支
え
る
方
向
は
模
索
さ
れ

て
い
な
い
。
社
会
が
母
親

の
就
労
を
必
要
と
す
れ

ば
、
そ
の
母
親

の
就
労
を
支
え
る
た
め

の
社
会
的
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電気洗 濯機1電 気掃 除機

放
置
さ
れ
た
子
ど
も

表7家 庭用電化器具の普及
7

--
庫蔵冷

皿
気

「
電

皿
-ー

32.2%

68.3%

91.2°0

1965

ユ970

ユ975

51.4%68.5% 　
89.1%191.4%
96.7%i97.6%

経済企画庁 「消費と貯蓄の動向」

成 の 変 化

3単 独 世 帯14核 家 族 率
()は%1(%)

家 族 構

2拡 大家族世帯
()は%

(57.8)

(61.7)

(63.2)

(67.9)

(71.2)

(74.1)

643万 世 帯

686

683

697

703

(39.4)

{37.1)

{35.1)

{29.6}

(25.7)

(22.3)

60万 世 帯

92

180

290

429

(6.6)

(3.4)

4.7)

(7.9)

(ユ0,8)

(13.7)

 

却

一
帯世

焔
族
ー

家
　

一
核
く

ー

(54.0)

1,035万 世 帯(59,5)

1,179(60.2)

1,446(62.5)

1,719(63.5)

2,007(64.0)

ユ920

1955

ユ960

1965

1970

1975

国勢調査 但し4は τま了 として算出

家
庭
児
童
に
対
す

る
社
会
的
配
慮

の
必
要

の
問
題
を

「
社
会
的
に
対
処
」
す
る
立
場
を
と

っ
て
い

る
。

「
都
市
児
童
健
全
育
成
事
業
」
と

「
児
童
福
祉
白
書
」
の
基
本
的
認
識
の
差
異
は
、
社
会

の
変

化
に
由
来
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
表
4
は
女
子
の
就
労
を
配
偶
関
係
別

に
見
た
推
移
を
示
す
も

の

で
あ
る
が
、
未
婚
の
女
子
労
働
者
の
比
率
の
低
下
と
有
配
偶
者

の
比
率

の
上
昇
が
顕
著

で
あ
り
、

い
わ
ゆ
る

「
共
働
き
家
庭
」
の
増
加
を
示
す
。
更
に
表
5
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
女
子
労
働
者

の

中
高
年
令
化

の
進
行
も
あ
り
、
女
性
の
勤
続
年
数
の
相
対
的
な
短
か
さ

(平
均
勤
続
年
数
は
男
性

九

.
六
年
に
対
し
、
女
性
五

・
○
年
)
で
あ
り
、
女
性
の
労
働
が
子
育
て
後
の
就
労
が
多
く
、
そ

の
大
半
は
パ
ー
ト
タ
イ

マ
ー
と
し
て
就
労
し
て
い
る
と
推
察

で
き
る
。
し
か
し
表
6
は
共
働
き
家

族
と
い
う
女
性

の
就
労
は
個
別
家
族
の
生
計
維
持

の
た
め
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
上

家
庭
用

の
電
化
器
具
の
普
及
に
象
徴
さ
れ
る

(表

7
参
照
)
生
活
の
平
準
化
志
向
は
、
子
ど
も
の

教
育
や
衣
食
住

の
内
容
に
も
及
び
家
計
費

の
膨
張
を
よ
び
、
賃
金
収
入
が
そ
れ
に
追

い
つ
け
ず
、

下
層
ば
か
り
で
な
く
中
層
の
労
働
者
家
庭
、
更
に
は
勤
労
者

(ー
自
営
業
)
家
庭

の
婦
人
の
就
労

を
促
す
こ
と
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
も
こ
う
し
た
婦
入
の
就
労
の
増
加

の
進
行

は
、
表
8
に
見
る

よ
う
な
核
家
族
化

の
進
中

の
中
で
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

核
家
族
化

の
進
行
は
、
家
庭
機
能
の
低
下
と
並
行
し
て
現
わ
れ
て
き
た
が
、
共
働
き
家
庭

の
家

庭
機
能
は
更
に
制
約
さ
れ
ざ
る
を
得
ず
、

そ
の
機
能
の

一
部
で
あ
る
、

子
ど
も
の

保
護

を
共
同

化
、
社
会
化

に
求
め
る
が
放
棄
す
る
か
の
い
ず
れ
か

一
方
を
選
択
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
表

3
に
示

さ
れ
る
、
保
護
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

一
定
時
間
を

「
鍵

っ
子
」
と
し
て
過
ご
さ
ざ
る
を
得
な
い
、

子
ど
も
の
多
発
と
共
同
保
育

の
発
生
が
こ
う
し
た
、
家
庭
機
能
の
低
下
の
中

で
現
わ
れ

て
く
る
。
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家
庭
機
能
の

一
部
の
共
同
化

・
社
会
化

の
端
緒
は
、
保
育

の
共
同
化
現
象
を
誕
生
さ
せ
、
更

に
制
度
化
さ
れ
た
、
保
育
所
の
集
団
保
育

に
対
す
る
積
極
的
評
価
は
、
学
竜

は
対
す
る
保
護

・
保
育

の
共
同
化
、
社
会
化

へ
の
要
求
、
努
力

に
運
結
し
て
い

っ
た
。

こ
の
保
育

の
共
同
化

・
社
会
化

の
模
索
は
、
新
た
な
形
態
で
の
国
民
の
文
化
的
創

造
の
努
力
で
あ
り
、
あ
る
意
味

で
は
硬
直
化
し

つ
つ
あ
る
、
学
校
教
育

へ
の
鋭
利
な
批
判
を
内
蔵
し

て
い
る
。

ゆ

土
ハ同

保
育
形

態
を
と

る
、

乳
幼

児
保

育

の
発
生

・
成
長

、

更

に
は
学
童

保
育

へ
の
そ
の
拡
張

は
、
単

に
育
児

の
共

同
化

・
社
会

化

の
現
象

で
あ

る
に
と
ど

ま
り

え
ず
、

　

　

　

「
子
育

て
」

の
中

で

の
文
化

の
継

承
を

国
民
的

な

レ
ベ

ル
で

の
文
化
的

創
造

と
し

て
位
置
づ

け

て

い
る
。

そ
れ

は
、

保
護
者

の
育

児

に
対

す

る
主
体
性

を
保
持

し
な

が
ら

の
、

共
同

の
目
標

の
模
索

・
設
定
、

更

に
は
目
標

へ
の
到

達
手

段

・
方

法

の
探

究

へ
と
進

み
、
保

育
者

の

一
員

と
し

て
、
保
育

に
直

接
携

わ

る
保
母
、
指

導
員

の

「
専

門

職
的

な
力

量
」
を
高

め

て
き
た
。
換

言
す

れ
ば
、

デ
ど
も

に
対

し

て
教
育

・
監
護
上

の
責
務

を
担

う
も

の
と
し

て
、
独

自

の
教

育

ヒ

の
権

限
を

セ
体
的

に
発
揮
す

る
、

父

母

の
像
が
現

れ

て
き

た
と

い
え
よ
う
。

そ
れ

は
、

国
家

主

導

の
学
校
教
育

の
み
な
ら
ず

、
教

師

の

「
専

門
性

」

に
由
来
す

る
と

さ
れ

る
、
包
括

的

な
教
師

の
専
門

職
と

し

て
の

「
教
育

上

の
権
利

・
権

限
」

へ
の
根
底
的

な
批
判

を

内

蔵
す

る
と
と

も

に
、
教

師

へ
の

「
教
育

上

の
権

能

・
権

限
」

の
委

託

の
内

実
を
実

践
的

に
吟
味

し

は
じ
め

て

い
る

と

い
え

よ
う
。

す

な
わ

ち
、

学
校

の
機
能

の
吟
味

を

直

接

的
契
機
と

し
な
が

ら
、
学
校

に
お

け
る

新

た
な
教
育

の
あ

り
方

を
模
索

し
は

じ
め

て

い
る
。

学
校

の
誕
生

以
来

、
社
会

の
歴
史

的

な
変
動

の
中

で
、

学
校

の
機
能

と
使
命

は
変

動
し

て
き

て

い
る

。

ブ
リ

ッ
ツ

・
ブ

レ

ッ
ト
ナ

ー

(閏
葺

N

じo
】弩
9
虫
)

は
、

社
会

の
歴
史

的
発
展

の
中

で
の
、
学
校

に
対
す

る
社
会

的
関

心

の
変

化
を
顧

慮
し

な
が

ら
、
学
校

の
使
命

を

①

人
間

的
教
養

、
②

現
実

的
有

為

性
、

③
宗
教

教
育

お
よ
び

④
公

民
教

育

と
し
た
し

(閃
ユ
臼

じu
叔
暮
=
①
民
桝
.∪
δ

〈
一9
、
〉
二
{
ひq
"
σ
①
=

(一2
,
ω
◎
プ
三
¢
.
旧
冒
⇒

..6
ゴ
①O
ユ
⑦

隼
①
「

○り
〇
三
①
.."
ゴ
筑

出
聾
、ヨ
餌
=

勾
α
ご
,ω
)、

ゲ
オ

ル
グ

・
ガ

イ

ス
ラ
…

((8
0
鐙

(杢

ω
ωす
,)
は
、
「
学
校

は
、

そ

の
本

源
的
機

能

に
従

え
ば

、
知

識

の
計

画
的
教

授

の
た

め

の
社
会

的

施
設
と

い
う
、

純
粋

に
教
育

的

な
施
設

で
あ

る
」

と
し

た

上

で
、

①
複
雑

化
し

た
社
会

の
中

へ
と
精
巧

に
組
織

さ
れ

た
指
導

を
通

じ

て
、

生
徒
を
精

神

的
秩
序

に
服

さ
せ

る
こ
と
、

②
産

業
革
命

後
、

益

々
増

大
し

て
き

て

い
る
、

科
学

的
基
礎

に
基
づ
く

、
労
働

全
般

へ
の
準

備
、
③

都
市

化

現

象
な
ど

に
伴
な

う
、
基

礎
的

・
基
本

的

な
体

験

の
補

充
、

④
家

庭
お

よ
び
近

隣
社
会

の
教
育

的
機

能

の
低

下

に
基
因
す

る
経
験

の
不
足

を
補
う
、

広
範

な
経
験

の
場

の
提
供

、
⑤

発
達
段

階

に
対

応
す

る
社
会

的

、

政
治
的

お
よ
び

宗
教

的
な

生
活
形

態

の
発
展

の
保
障
、

⑥
発

達

し

つ
つ
あ

る
世

代

の
た
め

の
、

余
暇
、

意
識

お

よ
び

精
神

的
成

長

の
場

の
確
保

と

い
う
諸
課

題
を
学

校

が

担
う

べ
き
だ

と
し

て

(.望
①

oQ
同白二
讐

o
=

⊆
9

ω
6
ゴ
三
⑦

ヲ

自
①
門

放
置
さ
れ
た
r
ど
も
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放
置
さ
れ
た
子
ど
も

O
Φ
αq
窪

≦
鋤
冨
.旧
巨

。、↓
げ
Φ
9

①
低
9

ω
∩
げ
三
①
.)
、
更

に

マ

ル
チ
ン

・
ラ

ン
グ

(ζ
錠
晋

菊
①
轟

)

は
、

学

校

に
対
す

る
哲
学

的
究

明

に
よ
り
、
学

校

の
課
題
を
、

理
論

の

課

題
な

い
し

「
観

照

(ざ

ヨ
審
ヨ
b
巨

同8

)
」

の
課

題
と
見

倣

し
、

こ
の

こ
と
か

ら
学
校

を

「
永
遠

の
生
活

形
態

(①
ぎ
①
①
惹

ひq
ピ
①
げ
9
ω
8
「
∋
)
」

と
位
置
づ

け
、

更

に
学

校

の
性

格
を

ユ
ゴ

ー

・
ガ

ウ
デ

ィ

ッ
ヒ

(=
信
αq
o
O
き

虫
σq
)

お
よ
び

F

・
0

・
シ
ャ

ィ
ブ

ナ
ー

(句
・○
あ

9

①
ま
コ
①
「
)

の
よ
う

に
精

神
的

な
労
働

共
同
体

と
見
徹
す

か
も

し
く

は

ベ

ル
ト
ー

ル
ド

・
オ

ッ
ト
ー

(じσ
①
答
ゴ
o
匡

○
韓
o
)

お

よ
び

ヨ

ハ
ネ

ス

・
ク

レ

ッ
チ

マ
ン

(日o
げ
簿
コ
莞
ω
囚
『
卑

。゚ゴ
ヨ
9
昌
ロ
)
が
発

展
さ

せ
た
よ

う
な
、
自

由
な
教
育

の

会

話
と
位

置
づ

け
た

上
で
、
学
校

は
、
両

親
、
家

庭
、
職

業

社
会

お
よ
び
身

分
社
会

が
教

職

に
全
権
委

任

し

た
、

こ

の
理
論

な

い
し

関
観

照
」

の
課

題
を
、

意
識
的

な
選

択
お

よ
び

そ

の
単

純
化
、

更

に
は
当
該
社

会

に
通
用
す

る

、
す

べ

て
の
生
活
形
態

、
労
働

様
式

お
よ
び

習

慣
と

態
度

の
体
系

化
を
通

じ
て
充

足
し

て
い
る
が
、
学

校
教
育

は
、

そ

の
目
的

お
よ
び
内
容

に
よ

っ
て
他

の
教
育

(機
能

)

と

区
別
さ
れ

る

の
で
は
な

く
、
方

法

に
よ

っ
て
区
別
さ
れ

る

の
で
あ
り
、

そ

の
こ
と
か
ら
学

校
自
体

は
社
会

に
対
し

て
い
か

な
る
自
立

の
存
在

意
義
を

も
も
た
ず

、
教

育

の
分
野

に
お

い

て
も
何

ら

の
原
理

的

に
新

ら

し

い
も

の
を
も

も

た
ら

さ

な
い
と
し

て
、
教
育

の
社
会

的
意
味

を
社
会
化

と
知
識

の
付

与
と

把

え
た
上

で
、
学
校

の

(教

育

機
能

上

の
)
特

性
を
、

学

校

の
語

源

で
あ

る

「
余

暇

(旨
ぎ
§

」ー

即
ち

、
生
産

労
働
か

ら

解

放
さ

れ

て
お

り
、
自
由

な
時
間

を
保
有

し

て
い
る

こ
と
ー
か

ら
、
純
粋

な

「
精

神
的

労
働
」

の
共
有

に
求

め

て
い
る

(.∪
凶①
N
Φ
旨
自
巴

〉
蝶
hσq

笛
げ
①

血
o
「
ω
o
げ
2
①
.
"
巨

、.↓
げ
①
9

Φ
自
①
h

ω
筈

①
5
..)

ヘ
ル

マ
ン

・
ノ
ー

ル

(剛肖
①
「∋
餌
ロ

ツ剣O
ゴ
剛)

も
、

学
校

の
機
能

に

つ
い

て
次

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
。
学

校
は
第

一
に
、

公
的

な
生
活

の
意
志
形
態

の
中

へ
子

ど
も

を
導
き
、

共
同

生
活

に
対
す

る
能
力
を

公
的
生

活

の
中

で
形
成
す

る
課

題
を
も

つ
。
学

校

は
第

二
に

「
練

習
」

の
場
所

で
あ
り

、
子
ど

も

の
遊
び

と
成

人

の
労
働

と

の
間

の
中

間

に
あ

る
場

所

で
あ

る
。
第

三
に
学

校
は
青

年

を
精
神

的
な

力
と
方

法

の
訓
練

の
下

に
置
く

。

第

四
に
学

校
は
、

人
間
が

高
尚
な
精

神
的

生
活
を
経

験
し
、

し

か
も

日
常

の
煩

環
な
必

要
に
対
し

て
顧
慮

し
な

い

で
す

む

観

照
の
場
所

で
あ
り
、
学

校

は
第

五

に
文
化

の
雑
多
性

が

そ

こ
で

パ
イ
デ

ィ
ア

(
口
子
ど
も

の
遊
び
)

の
最
後

の

エ
ネ

ル
ギ

ー
と

な
る
場
所

で
あ

る

(=
2
日
鋤
嵩
昌

Z
Oげ
ご

、U
圃①
ロ
9、仙
9
ひQ
O
ひQ
凶ω∩
び
①
ゆ
①
芝
①
σq
二
=
ひq

ヨ

∪
①
ロ
訂
〇
三
鋤
コ
α

二
口
像

庁
お

↓
げ
①
O
ユ
①
.)
。

他
方

、
持

田
栄

一
も

、
「
学

校
は
陶

治

の
施

設
た

る
こ
と
を

主
題
と
し

、
組
織

的
教

授

が

主
な
任
務

で
あ

る
と
し

て
も

、

そ

の
よ
う

な

範
囲

を

こ
え

て
、

意
識
的

生
活
活
動

の
な
か

に
お
け

る
自
主
的

自

己
形
成

、
根

源
的
人
間

形
成

の
作
用
と

結
合
し
、

そ

れ

を

そ
の
う
ち

に
包
摂
し

た
も

の

で
あ

る

こ
と

が

必
要
だ
。

こ

の
意
味

で
、
学

校
は
単

な
る
知
識

と
技
術

の
伝

達

と
習
得

の
場

で
は
な
く
、
学

習
主

体
と
教
育

主
体

の
生
活
共

同

の
場

で
あ

る
」

と

主
張
す

る

(「
学
校

の
理

論
」
)
。

こ
れ
ら

の
諸
説

は
、
学
校

が
教
育

主
体

に
よ

っ
て
何
ら
か

の
教
育
内

容
を

媒
介
と

し

て
学
習

主
体
を

導

い
て
い
く
と

い
う
方
法

で
人
間

形
成

を
行

な
う
と

い
う
事
実

に

立

脚
し

て
い
る
。

ガ

イ

ス
ラ

ー
の
家
庭

お
よ
び

近
隣
社
会

の
教
育

的
機

能

の
低

下

に
基
因
す

る
経

験

の
不

足

の
補
充

も
持

田

の
学

習
主
体

と
教
育

主
体

の
生
活
共
同

の
場
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で
あ
る
と
い
う
指
摘
も
前
提
と
し
て
、
知
識

の
教
授
を
置
い
て
お
り
、
生
活
経
験
や
生
活
土
ハ同
そ
の
も

の
を
中
心
課
題
と
は
し
て
お
ら
ず
、
ま
た

ノ
ー

ル
の
文
化
の
雑
多

性
が
そ
こ
で
パ
イ
デ

ィ
ア
の
最
後
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
と
な
る
場
所

で
あ
る
と

の
指
摘
も
遊
び
そ
の
も

の
の
中

で
の
子
ど
も

の
発
達
を
位
置
づ
け
る
機
能
を
学
校
の
機
能
と
し

て
は
描
い
て
は
い
な
い
。

学
童
保
育
の
要
求
は
、
子
ど
も

の
保
護

・
保
育
を
根
底
的
な
課
題
と
し
て
描
く
。

こ
の
課
題
は
、
規
律
あ
る
生
活
の
、
他
の
同
様
な
子
ど
も
た
ち
と
の
共
同
生
活
の
中

で
の
、
達
成
が
基
本
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
知
識
を
媒
介
と
し

て
進
め
ら
れ
る
教
授
と
は
異
質

の
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
学
童
保
育
は
、
子
ど
も
の
集
団
生
活
の

場
の
提
供

に
と
ど
ま
ら
ず
、
子
ど
も

の
貧
弱
な
住
環
境
の
制
約
か
ら
来
る
生
活
経
験

の
乏
し
さ
を
補
う
ば
か
り
で
な
く
、
子
ど
も
自
身

の
手
に
よ
る
集
団
内

の
規
律
を
形

成
し

て
い
く
の
で
あ
る
。

経
験
の
曲豆
富
化
と
集
団
内

の
規
律
の
形
成
は
、
学
童
保
育
の
教
育
上
の
副
産
物

で
あ
り
、
核
家
族
化
、
都
市
化
の
進
行

の
中
で
の
、
家
庭
や
近
隣
社
会
の
教
育
力
の
低

下
を

一
定
妨
い
で
い
る
。

学
童
保
育
は
、

学
校
の
も

つ
教
育
方
法
上

の
特
性
を
備
え
る
も

の
で
は
な
い
し
、

何
ら
か
の
知
識

の
教
授
を
積
極
的
に

試
み
る
も

の
で
は
な

い
。

そ
れ
は
、
余
暇

の
指
導
を
通
じ
て
、
社
会
的
な
道
徳
を
形
成
す
る
も
の
で
し
か
な
い
が
、
そ
の
中
で
子
ど
も
が
自
律

へ
の
方
途
を
模
索
し
、
子
ど
も
自
身
が
自
分

の

育
成
し
て
い
る
文
化
を
継
承
し
は
じ
め
て
い
る
。

学
校
が
、

子
ど
も

に
対
す

る
組
織
的
教
授

の
た
め
の
社
会
的
施
設

で
あ
る
限
り
、

そ
の
必
要
を
満
た
す
た
め
に

一
定

の
経
験
を
、

様

々
な
形
態
で
試
み
ら
れ
る
、

学

校
、
学
級
規
模
で
展
開
さ
れ
る
行
事
を
通
し

て
子
ど
も
に
積
ま
せ
た
と
し

て
も
、
経
験
は
、
認
識
の
水
準
と
し
て
の
基
盤
と
な
る
も
の
に
限
定
さ
れ
、
た
と
え
、
そ
れ
が

教
授

の
た
め
に
必
要
な
経
験
を
超
え
て
、
子
ど
も
の
自
治
能
力
を
高
あ
る
も
の
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
は
か

つ
て
家
庭
や
近
隣
社
会
が
保
持
し
て
き
た
よ
う
な
共
同
生
活
を

通
し
て
の
人
間
形
成
を
、

カ
バ
ー
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
し
て
や
今
日
、

【
隣
は
何
を
す
る
人
ぞ
」
が
、

従
来
解
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
、

隣
人

へ
の
関
心
で
は
な

く
、
隣
人

へ
の
無
関
心
な
い
し
は
冷
淡
と
も
い
わ
れ
る
べ
き

「
個
人
主
義
的
」
関
係
を
物
語
り
、

「
他
人
は
他
人
な
り
、
我
は
我
な
り
」
と
他
人
と
の
間
の
距
離
を
積
極

的

・
肯
定
的
に
認
め
、
育
児
が
私
事
と
見
徹
さ
れ
て
お
り
、
子
育
て
が
我
が
子
だ
け
に
限
定
さ
れ

て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
学
童
保
育
は
、
子
ど
も
の
保
護

・
保
育
を
通

じ
て
、
子
ど
も

へ
の
親

の
か
か
わ
り
方
の
、
物
理
的
な
破
滅
状
況
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
親

の
労
働

に
伴
う
時
間
的
拘
束
を
、
共
同

の
努
力
に

よ
り
、
束
縛
と
し
て
で
な
く
、
解
放

へ
の
道

の
り
と
し
て
描
く
。
そ
れ
は
、
子
ど
も

の
保
護

.
保
育
を
直
接
の
目
標
と
し

て
、
家
庭
の
保
護
機
能
に
立
脚
し

つ
つ
、
貧
困

化
し
て
い
く
家
庭
の
、
近
隣
社
会

の
教
育
力
を
、
共
同
化
を
通
じ
て
回
復
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
学
童
保
育
を
発
生
さ
せ
て
き
た
も

の
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
婦

放
置
さ
れ
た
子
ど
も
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放
置
さ
れ
た
子
ど
も

人
労
働
の
量
的

・
質
的
な
拡
大
で
あ
り
、
急
速
な
核
家
族
化

の
進
行
で
あ

っ
た
。
し
か
も
、

こ
の
二
つ
は
、
都
市
化
の
進
行
に
伴
な

っ
て
お
り
、
産
業
革
命
以
後
進
行
し

て
き
た
、
生
産
の
場
と
生
活

の
場
の
分
離
、
労
働

の
単
位
要
素

へ
の
分
解
、
労
働
者
家
庭
の
家
庭
機
能
の
衰
微
、
地
域
共
同
体
の
解
体
を
通
し
て
の
生
活
文
化
の
貧
困
化

の
傾
向

(宮
沢
康
人

「
近
代
学
校
は
い
か
に
成
立
し
た
か
」
紫
田
義
松

・
竹
内
常

一
・
為
本
六
花
治
編
著

『
教
育
学
を
学
ぶ
』
所
収
)

の
加
速
化

の
中
で
現
わ
れ
た
の
で

あ
る
。

言
う
ま

で
も
な
く
、
産
業
革
命
は
、
労
働
者
大
衆
の
教
育
組
織
の
誕
生
の
重
要
な
契
機
で
あ

っ
た
。
労
働
者
大
衆

に
対
す
る
教
育
組
織
は
、
支
配
階
級
に
よ
る
労
働
者

　

　

大
衆
の
教
化
の
組
織
お
よ
び
労
働
者
の
階
級
的
自
覚
を
前
提
と
す
る
労
働
者
の
自
己
教
育
の
組
織

の
二
つ
の
異
な
る
組
織
が
並
刻
的
に
存
在
し
て
き
た

(堀
尾
輝
久

「
現

代
教
育
の
思
想
と
構
造
」
)
。
こ
の
二
つ
の
異
な
る
組
織

の
並
存
と
対
立
が
、
止
揚
さ
れ
て
現
在
公
教
育
制
度
を
誕
生
さ
せ
る
が
、
私
に
は
、
近
代
学
校

の
成
立
時

に
広
く

認
め
ら
れ
て
い
た
、
教
育

の
像
を
、
学
童
保
育
が
築
き

つ
つ
あ
る
保
育
の
共
同
化
の
模
索

の
中
に
浮
び
上
が
ら
せ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

(5)

そ
れ
で
は
、
近
代
公
教
育

の
成
立
時
に
広
く
認
め
ら
れ
て
い
た
理
念
は
何

で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

コ
ロ
ラ
リ
　

 近
代
教
育

思
想

の
本

質
的

な
部

分
は
、

ω
人
権

思
想

の

系

と
し

て
の
子
ど
も

の
権

利

の
確

認
と

、

そ

の
教
育

的
表

現
と
し

て
の
学
習
権

な

い
し
教
育

を
受

け
る
権

利

の
主
張
。

②
近
代

的
親
権
観

の
成
立

に
よ
り
、
親

は

、
子

ど
も

の
権

利
を
実
現

さ
せ
る
た
め

の
現
実

的

配
慮

の
義
務

を
負

い
、

こ

の
子
ど
も

に
た

い
す

る
義

務
を
第

一
次
的

に
履
行
す

る
権
利
を
も

つ
も

の
で
あ
る

こ
と
、

そ
し

て
、

こ
の
権
利

は
、
親

の
自
然
権

に
属
す

る
と
さ
れ

る
。

㈲
近

代

に
お
け
る

人
間

(一、げ
oヨ
ヨ
Φ
)

と
公
民

(g
8
団
g
)

の
範

躊
的
区
別

に
対

応
し

て
、

教
育

の
目

的
は
、

公
民

の
育

成
で
は

な
く
、

と
り

わ
け

人
間

の
形
成

に
お
か
れ

た
。

教
育

(一.巴
蓉
鋤
辞δ
コ
)
と

い
う
言
葉

は
、
人
間

の
内
面

形
成
、
と

り
わ

け
徳
性

の
酒
養
を
中

心
と
す

る
全
面
教
育

を
意
味
し

、

知
育

(一℃一コ
ω辞「二
∩
爵凶O
昌
)

と
は

区
別
さ
れ

て
、

よ
り

重
要
な

カ
テ
ゴ

リ
ー
で

あ

っ
た
。

ω
人
問

の
内

面
形
成

に
か
か
わ

る
問
題

は
、

国
家
権
力

の
干
渉
し

て
は
な
ら

な
い

「
私
事
」

と
さ
れ

た
。

㈲
以
上

の
原
則
か
ら
必
然

的
に
、

国
家
が
教
育

を

主
宰
し
、

指
導
す

る
こ
と
は
、
自

己

の
任

務

の
限
界

を

お
か
す
も

の
と
し

て
否
定
さ
れ

た
。

㈲

そ

の
結

果
、

絶
対

主
義

下

の
公
教
育

は
も
と

よ
り
、
古

代
共
和

国
に
お

け
る
公
教
育
も

、
国
家

が
全
面
教
育

を

ひ
き

う
け
、
人

間

の
内
面
ま

で
立
ち

入
る

こ
と

に
な
る
か
ぎ

り

否
定
さ

れ
た
。

ω
教

育
方

法
と
し

て
は
、
子
ど
も

の
学
習

の
権

利

の
確

認
と
並
行

し
て
、

子
ど
も

の
自
発
性

が
尊
重
さ

れ
、

つ
め

込
み

主
義

が
否
定
さ

れ
た

(消

極
教

育

一、a
二
窪

9

コ

コ
貫

匿

く
①
)
。

㈹

こ
れ

ら

の
諸

原
則
を

生
か
す
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た
め

の
教
育

形
態
と
し

て
は
、
家
庭

で
、

親
ま

た

は
家
庭

教
師

に
よ
る
個
人
指

導
が
理
想
と

さ
れ
た

。

(堀
尾
輝
久

、
前

掲
書
)

こ
の
よ
う

に
、
近

代
教
育

原
則
は
、
教
育

を
家

庭

で
行

う

こ
と
が
最

善

で
あ
り

、

}
学
校
教

育
は
教

育

の
名

に
値
し

な
い
L

(
ロ
ッ
ク
)

と
し
な
が

ら
も
、
学

校
を

必

要
と
す

る
現
実
条
件

の
発
生

に
よ
り
、
学
校

教
育
が

教
育

の
主
要
形
態

と
し

て
位
置
づ

け
ら
れ

る
よ
う

に
な

っ
て
い
く
。

そ
の
現
実
条
件

は
、

一
般
的

に
は
、
教
育

の
あ

る
部
分

は
、

学
校

に
ま

か
せ
た

方
が

有
効
だ

と
い
う

認
識

で
あ
り

、
特
殊

的
に
は
、

「
原
始
的
蓄
積
」

の
過

程

で
、
貧

困

に
よ

っ
て
事
実

上
破
壊

さ
れ

た
家
庭

と
、
教

育

を

受
け

る
権
利

は
も
と

よ
り
、

そ
の
生
命

の
危
険

に
さ

え
さ
ら
さ

れ

て
い
る
子
ど
も
た

ち
が
、
多

数
存

在
し

て
い
る
事

実

で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら

の
事

実
が
、
教

育

は
家

庭

で
お
こ
な
わ
れ

、
学
校
教

育
は
教
育

に
値
し

な
い
と

し

て
否
定
し

さ
る

こ
と

の
非
現
実
性
を

意
識
さ

せ

る

(堀

尾
輝
久
、

前

掲
書
)
。

こ
う
し

て
、

学

校
を
媒

介
と
す

る

近
代

公
教
育

の
理
念
が
構

築
さ
れ
た

が
、
そ

れ
は
公

立
学

校
を
中

心
と
す

る
教
育

形
態

を
と
り
、

ω
学

校
は
家
庭

の
延
長

で
あ
り
、

そ

の
機
能

の
代
替

で
あ
り
、

別

の
側
面

で
い
え
ば

私
事

の
組
織
化

で
あ
り
、
親

義
務

の
土
ハ同
化

(集
団
化
)

で
あ

っ
た
。

②
公
蹉
学

校
は
、

「
権
利
と
し

て
の
教
育
」

の
思
想

を
、

普

遍
的

に
現
実

化
す

る
た
め

の
も

っ
と
も
有

効
な
手

段

で
あ

っ
た
。

そ
し

て
、
近
代
教

育
原

則
が
、

公
立
学
校
教

育

の

視
点

を
導

入
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、

㈲
教

育

(徳
育
)

と
知
育

の
区
別

の
視
点
が
提

出
さ
れ
、

ω
そ

れ

は
さ
ら

に
教

育

と
学

校
教
育

を
範
鴫
的

に
区
別

す
る
考

え
を
成

立
さ

せ
た
。

㈲

そ
れ
と
同
じ

根
拠
か

ら
、

公
立
学

校
教

育

に
お
け
る
世

俗
主
義

の
原

則
が
提

示
さ
れ

、
さ

ら

に
、
権

利
と
し

て
の
公
費

観

は
、

㈲
無

償
教
育

と
就

学
幽

強
制

の
原
則
を
生

み
だ
し
た

の
で
あ

る

(堀
尾
輝

久
、

前
掲
書

)。

と

い
う

「
近
代

公
教
育

原
則
」
を
成

立
さ
せ

る
。

だ
が
、

資
本
主

義

の
進
行

に
伴
な

い
、

「
近
代
公
教

育

原

則
」

は
、

次

の
よ
う
な

内
国

民
教
育

の
諸

原
則
L

に
と

っ
て

代

わ
ら
れ

る
。

　

　

ω
教
育
は
当
然

「
国
家
に
よ
る
教
育
」
が
原
則
と
な
り
、

「
教
育
の
私
事
性
」
原
則
は
否
定
さ
れ
、
国
家
は

曲
道
徳
の
教
師
」
と
し
て
、
内
面
形
成

の
指
導
者
と
し
て

　

り

の

　

現
れ

る
。
ω
そ
の
結
果
、
人
間
形
成
を
主
眼
と
す
る
古
典
的
教
育
目
的
に
替

っ
て
、
愛
国
的
国
民
、
従
順
な
公
民
の
形
成
が
第

一
目
的
に
な
る
。
か

つ
ま
た
、
従
順
な

労
働
者
に
、
忠
良
な
国
民
と
し
て
の
資
質
が
加
え
ら
れ

る
。
㈲
教
育
行
政
権
は
、
次
第
に
中
央
権
力
に
集
中
さ
れ
、
監
督
な
い
し
指
導
は
次
第
に
強
化
さ
れ
、
教
育
の

独
立
性

.
自
律
性

の
原
則
は
否
定
な
い
し
は
空
洞
化
さ
れ
て
く
る
。
ω
教
育
の
中
立
性
の
古
典
的
意
義
は
否
定
さ
れ
、
む
し
ろ
そ
の
対
立
的
意
味
に
転
用
さ
れ
る
。
即

　

　

　

ち
、
近
代
教
育
原
則
に
お
い
て
は
、
真
理
の
相
対
性

(党
派
性
を
含
む
)
の
ゆ
え
に
、
教
育

の
政
治
的
権
力
か
ら
の
独
立

(中
立
)
を
国
家
に
対
し

て
求
め
た

の
に
対

し
、
福
祉
国
家
で
は
、
国
家
が
中
正
の
保
持
者
、
真
理

の
守
護
者
と
し
て
振
舞

い
、
教
育

の
政
治
的
不
偏
を
要
求
す
る
主
人
に
な
り
上
る
。
㈲
教
育
制
度
は
、
初
等
教

放
置
さ
れ
た
子
ど
も
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放
置
さ
れ
た
子
ど
も

の

　

育

の
義
務
化
、
世
俗
化
H
政
治
化
と
、
社
会
教
育

の
拡
充
、
中
等
教
育

の
改
革
に
よ
り
、
閉
鎖
的
複
線
型
体
系

(近
代
教
育

の
現
実
)
が
否
定
さ
れ
、
階
梯
的

一
元
化

へ
向
う
。
学
校
は
公
立
学
校
が
第

一
義
的
意
義
を
も

つ
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
教
育
の
階
級
的
性
格

の
否
定
を
意
味
し
な
か

っ
た
。
か

つ
ま
た
、
教
育
機

会

の
拡
大
、
均
等
化
と

い
う
事
実
も
、
近
代
教
育
原
則

の
実
現

で
は
な
く
、
む
し
ろ
新
た
な
国
家
観

・
社
会
観
の
も
と
で
の
社
会
的
選
別
と
社
会

へ
の
適
応
の
思
想
に

　

　

　

　

支
え
ら
れ
て
い
た
。
⑥
近
代
に
お
け
る
教
育
義
務

の
思
想
は
、
子
ど
も

の
学
習
権
と
親
権

の
思
想
に
よ

っ
て
理
論
づ
け
ら
れ
、
教
育
の
義
務
と
は
、
子
ど
も
の
学
習
の

権
利
を
実
現
す
る
た
め
に
、
親
お
よ
び

社
会
が
、
教
育
機
会

の
配
慮

の
共
同
義
務
を
負
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
思
想
の
上
に
公
教
育
が
構
想
さ
れ
た
。
だ
か
ら

そ
こ
で
は
、
義
務
教
育
は
、
子
ど
も

の
教
育

へ
の
権
利
性
、
無
償
性
、
就
学
非
強
制

の
思
想
と
結
び

つ
い
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
、
現
代
国
家
に
お
い
て
は
、
義
務
性

と
は
、
ま
ず
、
親

の
そ
の
子
に
対
す
る
義
務
で
は
な
く
、
国
家
社
会

に
対
す
る
義
務
で
あ
る
と
さ
れ
、
子
ど
も
は
、
そ
の
学
習
の
権
利

の
行
使
と
し
て
よ
り
む
し
ろ
国

家
成
員

の
義
務
と
し
て
就
学
を
強
制
さ
れ
る
。
ω
無
償
性
の
論
拠
も
、
近
代
教
育
原
則

に
お
い
て
は
、
子
ど
も

の
学
習
権
の
保
障

(潜
在
的
に
生
存
権
思
想
と
結
び

つ

い
て
い
た
)
と
し
て
当
然
だ
と
さ
れ
た

の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
、
義
務
履
行

の
代
償
と
し
て
無
償
が
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。
㈲
近
代
教
育
原
則
に
お
い
て
は
、
宗
教
と
教

育
の
分
離

(
ラ
イ
シ
ズ

ム
)
の
原
則
が
主
張
さ
れ
、
公
立
学
校

の
教
育
は
、
知
育

に
限
ら
れ
、
科
学
の
進
歩
が
教
材
の
世
俗
化
を
い
っ
そ
う
促
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、

現
代
国
家
は
、
教
会
の
教
育
支
配
権
を
実
質
的

に
受
け
つ
ぎ
、
国
家
が
道
徳
の
教
師
と
し
て
、
道
徳
教
育

の
主
宰
者
と
な
り
、
カ
テ
キ
ズ

ム
は
政
治
的
カ
テ
キ
ズ

ム
と

し
て
受
け

つ
が
れ
、
知
育
は
、
こ
こ
で
も
、
第

二
義
的
意
義
を
も

っ
た

に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
さ
ら
に
宗
教
教
育
自
体
、
そ
の
鎮
静
剤
的
役
割

の
ゆ
え
に
、
宗
教
的
情
操

　

　

一
般

の
極
養
と
し

て
温
存
さ
れ
た
。
か
く
て
世
俗
主
義
は
、
カ
テ
キ
ズ

ム
の
否
定
、
科
学
教
育

の
重
視
と

い
う
本
来
的
意
味
を
失

い
、

カ
テ
キ
ズ

ム
は
政
治
的
カ
テ
キ

ズ

ム
に
形
を
変
え
、
宗
派
教
育

の
否
定
は
、
宗
教
的
情
操

一
般
の
酒
養
と
し

て
生
き
続
け
る
。
か
く
て
、
宗
教
H
道
徳
教
育
と
、
政
治
11
道
徳
教
育
と
は
、
互
に
相
補

い
な
が
ら
も
、
後
者
を
軸
と
す
る
世
俗

主
義
的
教
化
が
ド
ミ
ナ
ン
ト
に
な

っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
教
育

の
世
俗
化

の
本
来
的
内
包
た
る
べ
き
科
学
教
育
と
、
そ
れ
に
も

と
ず
く
人
間
的
諸
能
力
の
開
花

へ
の
期
待
は
、
労
働
者
階
級

の
教
育
要
求
と
運
動
の
中

で
生
き
続
け
る
。
⑧
こ
れ
ら

の
原
則
な
い
し

一
般
的
傾
向
に
加
え
て
、
と
り
わ

け
今
世
紀
に
入

っ
て
か
ら
の
マ
ス

・
コ
ミ
の
発
達
と
〈
大
衆
文
化
〉

の
成
立
は
、
教
育
形
態
に
も
重
要
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
、
教
育
は
、
。。
閃
、ω
の
時
代
か
ら
視
聴
覚

の
時
代

へ
と
動
き
出
す
。
教
育
は

「
も
う

一
つ
の
マ
ス

・
コ
ミ
」
と
な
り
、
教
育
と

マ
ス

・
コ
ミ
の
操
作

・
指
導
を
通
し
て
現
代
国
家
に
お
け
る
政
治
支
配
は
貫
徹
す

る
。
そ
の
結
果
、
教
育
機
会
の
民
衆

へ
の
拡
大
を
前
提
と
し
て
の

「
真
実
か
ら
の
疎
外
」
と

「
政
治
的
文
盲
」

の
問
題
を
現
出
し
、
さ
ら
に
く
大
衆
文
化
V
を
媒
介
と

す
る

「
感
性
的
疎
外
」
を
伴

い
つ
つ
、
実
体
的
疎
外
11
経
済
的

「
搾
取
」

の
体
制
が
存
続
を
続
け
る
。
⑩
か
く
て
、
帝
国
主
義
国
家
、
大
衆
国
家
、
福
祉
国
家
の
理
論
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と
結
び

つ
い
た
こ
れ
ら
の
諸
原
則

(諸
傾
向
)
を
通
し
て
、
教
育

の
政
治

へ
の
新
た
な
形

態
の
も
と
で
の
従
属
化
が
進
行
す
る

(堀
尾
輝
久
、
前
掲
書
)
。

近
代
国
家
か
ら
現
代
国
家

へ
の
変
遷

の
中
で
、
国
家
と
公
教
育
の
関
係
は
大
き
な
変
化
を
示
し
た
。
近
代
国
家

に
お
い
て
、
学
校
が
家
庭

の
延
長

で
あ
り
、

そ
の
機
能

の
代
替
で
あ
り
、
別
の
側
面

で
い
え
ば
私
事

の
組
織
化
で
あ
り
、
親
義
務

の
共
同
化

(集
団
化
)

で
あ
り
、
公
立
学
校
は
、

「
権
利
と
し
て
の
教
育
」

の
思
想
を
、
普
遍

　

　

的
に
現
実
化
す
る
た
め
の
も

っ
と
も
有
効
な
手
段
で
あ
る
と
見
倣
さ
れ
た

の
に
対
し
、
現
代

国
家

で
は
、
教
育
は
当
然

■
国
家
に
よ
る
教
育
」
が
原
則
と
な
り
、

[
教
育

の
私
事
性
」
原
則
は
否
定
さ
れ
、
国
家
は

「
道
徳

の
教
師
」
と
し
て
、
内
面
形
成
の
指
導
者

と
し

て
現
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
愛
国
的
国
民
、
従
順
な
公
民
の
形
成
が
教
育

の
第

一
目
的
と
さ
れ
、
義
務
性
に
関
し
て
も
、
親
の
、

そ
の
子
に
対
す

る
義
務
で
は
な
く
、
国
家
社
会
に
対
す
る
義
務
で
あ
る
と
さ
れ
、
子
ど
も
は
、
そ
の
学
習
の
権
利

の
行
使
と
し
て
よ
り
む
し
ろ
国
家
成
員

の
義
務
と
し
て
就
学
を
強
制
さ
れ
、
更
に
無
償
性
の
論
拠
も
、
義
務
履
行
の
代
償
と
し
て
無
償
が
根
拠

づ

け

ら

れ
、
全
体
と
し

て
、
教
育
の
政
治

へ
の
新
た
な
形
態

の
も
と
で
の
従
属
化
が
進
行
す
る
、
と
す
る
の
が
堀
尾
説
で
あ
る
。
よ
り

エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
表
現
す
れ
ば
、
近
代
国
家
に
お
い
て

は
、

「
権
利
と
し
て
の
教
育
」
を
自
覚
し
た
国
民
が

「
私
事

の
組
織
化
」
と
し
て
、
家
庭

の
延
長
と
し
て
、
親
義
務
の
共
同
化

(集
団
化
)
と
し
て
学
校
を
構
築
し

て
き

た
の
で
あ
り
、
教
育

に
対
す
る
国
民

の
主
体
性
が
確
保
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
現
代
国
家
で
は
、

「
教
育
の
私
事
性
」
原
則
が
否
定
さ
れ
、
義
務
概
念

に
関
し

て
も
、
子
ど
も

の
国
家
成
員
と
し
て
の
国
家
に
対
す
る
義
務

へ
と
転
化
し
、
教
育

に
お
け
る
主
導
性
は
国
家
の
掌
中
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。

学
童
保
育
の
要
求
は
、
子
ど
も
の
保
護

・
保
育

に
か
か
わ
る
要
求
で
あ
り
、

「
保
育
に
欠
け
る
」
学
童

(と
り
わ
け
低
学
年

の
学
童
)
の
保
護

・
保
育

の
共
同
化

・
社

会
化
を
求
め
る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
保
育
所

に
お
け
る
集
団
保
育
を
、
保
育
の
共
同
化

・
社
会
化
と
位
置
づ
け
、
更
に
集
団
保
育
を
積
極
的
に
評
価
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
発
生

・
成
長
し

て
き
た
要
求

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
新
た
な
制
度
を
創
り
出
そ
う
と
す
る
運
動
と
結
び

つ
い
て
い
る
。
対
比
的
に
言
え
ば
、
近
代
国
家
に
お

け
る
学
校
の
要
求
に

つ
な
が

る
も

の
を
も

っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

現
代
の

「
福
祉

国
家
」
に
お
い
て
、

近
代
国
家
の
中

で

確
立
さ
れ
た
、

親
義
務

の
共
同
化

(集
団
化
)
、

お
よ
び

「
私
事
性
」

の
原
則
を
ふ
ま
え
た
、
制
度
と
は
如
何
な
る
も

の
で
あ
ろ
う
か
。

更
に
、
そ
う
し
た
原
則
が
貫
徹
し
う
る
条
件
は
、
何
な

の
で
あ
ろ

う
か
。
再
度
、
学
童
保
育

の
要
求

の
基
底
を
と
ら
え
な
お
し
、
そ
れ
ら
を
模
索
し
て
み
た
い
。
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学
童
保
育

の
要
求
は
、
家
庭
の
機
能

の
喪
失
、

放
置
さ
れ
た
子
ど
も

減

退

の

中

で

生

ま

れ

て

き

た

。

マ

ッ
キ

ー

ヴ

ァ

ー

(
殉
O
び
①
「
け

フ
h
O
「
脱
一ω
O
コ

7
高
9
0
一ぐ
・Φ
「
)

と

ペ

ー

ジ

(
0
』

。
勺
轟

①
)

は

一



放
置
さ
れ
た
子
ど
も

九

四
七
年

に
、

現
代
家
族

は
本
質

的

で
な

い
よ

う

な
機

能

は

全
部
脱

ぎ
捨

て

て
し
ま

っ
て
、
今

日
そ

の
役

割

は
た
だ

次

の
三

つ
の
主

要
な
機

能
、
す

な
わ
ち

ω
性

的
必
要

の
充

足
と

ω
ど
も

の
出
産

お
よ
び
養
育

、

そ
し

て
㈲
家

庭

の
提

供

の

三

つ
を
調
節
す

る
だ

け

で
あ

る
と

し
、

タ

ル
コ
ッ
ト

・
パ
ー

ス
ン
ズ

(一門
餌
=
6
0
辞辞
勺
鋤
「ωO
コ
ω
)

は

一

九

五
五
年

に
、

「
高
度

分
化

社
会
」

に
お

い
て
は

家
族

の
機

能

は

「
直
接

社
会

の
た
め

の
機

能
と
解

さ
れ

る

べ
き

で
は
な
く
、

入
間

形
成

の
た
め

の
機

能

と
解
す

べ
き

で

あ

る
」

と

示
唆
し
、

家
族

の
二

つ
の
基
本

的
機
能

は
、

ω

子
ど
も

た
ち

の
最
初

の
社
会
化
、

②
社
会

に

お

け
る
成

人
層

の
人
格

の
安
定
化

、

で
あ

る
と

し
、
ブ

ラ

イ
ア

ン

・
ウ

ィ

ル
ス
ン

(じσ
曙
彗

箋

躍
。。o
⊆
)

が

一
九
六

二
年

に
、

家
族

は

「
愛

情

の
た

め

の
高

度

に
専
門
化

し

た
機

関
」

に
な

っ
て
し

ま

っ
た
と

主
張

し
、

ロ
ナ

ル
ド

・
フ
レ

ッ
チ

ャ
ー

(幻
O
『阿鋤
一α
「
一①
樽o◎げ
①
「
)
は

一
九
六

二
年

に
、
家

族

の
主
要

な
役
割
を

、

ω
家

族
は
性

行
動
を

規

制
す

る

一
つ
の
手
段
を

提
供
す

る
。

②
家
族

は

子
ど

も
を
産

み

育

て

る
た

め

の
合
法

的

な
土
台
を
提

供
す

る
。

㈹

そ
れ

は
被

扶
養
者

に
対

し

て
扶
養

と
世
話

を
与

え
る
。

ω
そ
れ

は
子
ど
も

の
社

会
化

と
教
育

の
機
関

と
し

て
、
し

た
が

っ
て
ま
た
文
化

の
伝

達
機
関

と
し

て
最
も

重
要

で
あ
る
。

㈲
そ
れ

は
そ

の
構

成
員

に
対
し

て
社
会

が

認
め

、
使

用
す

る
称
号

と
義

務

(
息
子
、

夫
、
妻

な
ど
)

を
与

え
る

と
位

置
づ

け
た
し
、

こ
う
し

た
議
論

を

ふ
ま

え

て

ハ
ン
ナ

・
ギ

ャ
ブ

ロ
ン

(国
①
口
目
①
ゴ

○
・簿
げ
「
O
コ
)

は
、

イ
ギ
リ

ス
で
は

ω
今

日

の
家
族

は

一
つ
の
孤

立
し
た
単

位

で
あ

っ
て
、

困

っ
た
時

に
よ
り
広

い
親
戚

の
範
囲

に

(
過
去

に

お
い

て
家

族
が
常

に

そ
う
し
た
よ

う

に
)
援

助

を
求

め
よ

う
と
し

な
く

な

っ
て

い
る
。

ω
家

族

の
中

で
の
権

威

の
喪
失
-

何
よ
り
も
道
徳
的
権
威

の
喪
失
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
た
め
に
非
行
が
絶
え
ず
増
大
し

て
い
る
。
㈲
性
的
道
徳
は
退
潮
状
態
に
あ
り
、
今
も
ま
す

ま
す
低
下
し

つ
つ
あ

っ
て
、
そ
の
証
拠
は
性
病
と
私
生
児
の
出
産
と
離
婚
の
増
大
に
現
わ
れ
て
い
る
。
ω
家
族
生
活
は
仕
事
を
も

つ
既
婚
婦
人
の
増
大
に
よ

っ
て
重
大
な

危
機

に
見
舞
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
婦
人
た
ち
は
仕
事

の
た
め
に
彼
女
の
子
ど
も
た
ち
と
夫
を
か
え
り
み
ず
放
置
し
、
そ
の
結
果
お
び
た
だ
し
い
問
題
を

つ
く
り
出
し
て

い
る
。
㈲
社
会

に
お
け
る
役
割
は

「
福
祉
国
家
」
の
出
現
に
よ

っ
て
土
台
を
浸
食
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
考
察
に
基
き
、
現
在

の
若
い
家
族
に
お
い
て
は
中
産
階
級
の
場

合
よ
り
も
労
働
階
級
に
お
い
て
家
事

の
共
同
分
担
が

一
層
進
ん
で
い
る
と
し
、
面
接
調
査
を
ふ
ま
え
て
ω
女
子
教
育
の
再
検
討
、
②
職
業
人
と
し
て
の
婦
人
の
役
割
と
能

力
の
再
検
討
、
㈲
幼
児
を
持

つ
母
親
を
社
会

の
中

へ
再
び
組
み
入
れ
る
こ
と
に

つ
い
て
若
干
の
提
言
を
し
て
い
る
。
彼
女
は
提
言
と
し
て
②
の
項

で
ω
パ
ー
ト
タ
イ
ム
就

業
の
拡
張
、
@
再
訓
練
計
画
と
就
業
機
会

の
密
接
な
運
携
、
⑳
女
性
被
用
者
に

つ
い
て
の
雇
用
者
に
よ
る
再
評
価
、
お
よ
び
㈹
と
し
て
ω
母
と
幼
い
子
ど
も
を
社
会
の
中

心
活
動
の
中
に
再
び
組
み
入
れ
る
組
織

の
奨
励
、
お
よ
び

ア
メ
リ
カ
で
行
わ
れ

て
い
る
よ
う
な
方
向
に
沿

っ
た
P
T
A
の
公
的
な
奨
励
、
@
幼
い
子
ど
も
達
、
特

に
五
歳

以
下

の
子
ど
も
用
の
諸
施
設
の
改
善
、
の
幼
い
子
ど
も
達
を

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
が
そ
の
中
に
組
み
入
れ
る
よ
う
に
奨
励
す
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

(=
餌
自

魯

Ω
餌
鐸
〇
三

、↓
げ
①
0
8
鋤
二
く
①
薯
圃h①
.)
キ
ャ
ブ

ロ
ン
の
提
言
は
と
も
か
く
、
彼
女

の
指
摘
す
る
、

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
今
日
の

家
族
に
関
す
る
問
題
は
日
本
の
問
題
と
も
共
通
で
あ
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る
し
、

マ
ッ
キ
ー

バ
ー
と
ぺ
…
ジ
、
タ

ル
コ
ッ
ト

・
パ
ー
ス
ン
ズ
、
更
に
は

ロ
ナ

ル
ド

・
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
の
指
摘
す

る
家
族
の
機
能
は
今
日
の
日
本
で
も
通
用
す
る
で
あ

ろ
う
し
、
そ
の
教
育
機
能
、
保
護

・
保
育
機
能
の
衰
微
は
否
定
し
え
な
い
。
更
に
日
本
で
は
、

「
貧
し
い
住
居
は
人
格

・
品
性
に
多
大
の
影
響
を
与
え
る
と
同
時
に
、
住

意
識
を
も
貧
困
化
さ
せ
、
人
間
ら
し
い
住
宅

へ
の
要
求
を
萎
え
さ
せ
る
。

さ
ら
に
、
住
生
活
の
確
保
を
個
人
の
責
任
と
す
る
現
在
の
持
家
主
義
中
心
の
住
宅
政
策
の
も
と

で
、
人
々
は
個
々
ば
ら
ば
ら
の
、
は
か
な
い
穴
堀
り
に
向
か
わ
せ
ら
れ
、
や
が
て
は
逃
れ
ら
れ
ぬ
住
宅
難
を
己
れ
の
甲
斐
性
の
な
さ
に
帰
す
る
諦
観

の
世
界

へ
と
追
い
込

ま
れ
て
い
る
」
ほ
ど

の
住
宅
政
策

・
住
環
境
の
貧
弱
さ
の
中
に
あ
る
の
で
あ
る

(早
川
和
男

一
住
宅
貧
乏
物
語
」
)
。
家
庭

の
機
能
の
衰
微
と
、
家
族

の
生
活
環
境
と
し
て

の
住
宅

の
貧
弱
化
は
、
生
産

・
生
活
の
社
会
化
に
と
も
な
う
自
給
的
な
い
し
小
生
産
者
的
な
家
族
単
位

の
崩
壊
を
と
も
な
う
都
市
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
の
圧
倒
的
増
大
を
背
景

に
、
工
業
化
に
と
も
な
う
〈
都
市
〉

に
お
け
る
生
活
の
社
会
を
め
ぐ

っ
て
惹
起
さ
れ
た
、
貧
困
問
題
、
住
宅
問
題
、
交
通
問
題
、
清
掃
問
題
、
公
共
衛
生
問
題
、
公
害
問

題
等

々
と
し
て
現
わ
れ
る
、
曲
代
都
市
問
題
の

一
つ
と
し
て
発
生

・
発
展
し
て
い
る
。
現
代
都
市
問
題
は
、
生
活
機
能
の
、
家
族
単
位
の
自
家
供
給
か
ら
都
市
単
位
の
公

共
供
給

へ
の
置
換
の
進
行
の
中
で
の
、
老
後
保
障
、
失
業
保
険
、
健
康
保
険

の
公
共
的
制
度
化
と

い
う
社
会
保
障
、
ま
た
電
気
、
ガ

ス
、
上
下
水
道
、
軌
道
大
量
輸
送
機

構
、
バ
ス
網
、
清
掃
、
電
話
、
緑
地
、
更
に
は
公
共
住
宅
政
策
の
推
進
と
い
う
社
会
資
本
の
整
備
が
、
人
口
の
都
市
集
中

に
お
く
れ
を
と
る
、
す
な
わ
ち
ラ
グ
の
発
生
に

よ

っ
て
生
じ
た
、
生
活
機
能
不
全

の
問
題
で
あ
り
、
更
に
工
業

の
予
見
を

こ
え
た
発
達
が
そ
の
結
果
と
し
て
う
み
だ
し
て
き
た
新
し

い
構
造
的
問
題
で
あ
り
、
自
然
と
人

間
と
の
生
態
学
的
均
衡
を
崩
壊
さ
せ
、
人
間
の
生
命
と
健
康
を
む
し
ば
む
公
害
の
発
生
も
都
市
問
題
の

一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
公
共
衛
生
、
食
晶
衛
生
を
含
む
、

都
市
に
お

い
て
公
共
的
に
人
間

の
生
命
と
健
康
を
守
る
課
題

で
あ
る
、
社
会
保
健
が
問
題
と
な
る
。
こ
う
し
て
現
代
都
市
問
題
は
、
現
代
都
市
に
お
い
て

一
定
の
基
準
で

公
共
的
に
整
備
さ
れ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
く
社
会
保
障
V

・
〈
社
会
資
本
V

・
〈
社
会
保
健
〉

の
た
ち
お
く
れ
に
よ

っ
て
惹
起
さ
れ
た
人
間
の
生
活
喪
失
と
位
置
づ
け

ら
れ
、
そ
の
解
決
に
は
、

こ
の
社
会
保
障

・
社
会
資
本

・
社
会
保
健
の
公
共
整
備
を
、

「
シ
ビ
ル

・
ミ

ニ
マ
ム
」
を
公
準
と
し
て
、
計
画
的

に
、
推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い

(松
下
圭

一

「
都
市
政
策
を
考
え
る
」
)
。

学
童
保
育
が
、
子
ど
も
の
保
護

・
保
育

に
関
し

て
生
じ
た
、
社
会
保
障
を
求
め
る
も

の
で
あ
り
、
都
市
化

の
進
行
の
中

で
の
顕
現
化
し
た
問
題
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の

解
決
は
、
保
護

・
保
育
を
要
求
す
る
、
子
ど
も

の
権
利
を
中
核
に
据
え
た
、

一
シ
ビ
ル

・
ミ

ニ
マ
ム
し
の
設
定
、
履
行
の
中

で
の
み
可
能
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

学
童
保
育

へ
の
公
け
の
関
与
が
、
不
充
分
で
あ
る
の
は
、
そ

の
政
策
的
位
置
づ
け
の
弱
さ

(例
え
ば
、
都
市
児
童
健
全
育
成
事
業
の
実
施
要
綱
の
中

に
あ
る
、
経
過
的
措

置
と
し

て
の
位
置
づ
け
、
奨
励
的
施
策
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
あ
り
、
保
育

に
欠
け
る
子
ど
も
の
存
在
を
無
視
し
た
、
小
型
児
童
館

の
整
備

.
充
実

に
重
点
を
置
く
国
の

放
置
さ
れ
た
子
ど
も
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放
置
さ
れ
た
子
ど
も

児
童
館
政
策
な
ど
)
に
よ
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

学
童
保
育
を
要
求
す
る
声
が
、
学
童
保
育

の
機
能
を
次
の
よ
う

に
位
置
づ
け

て
き
た

こ
と
は
、
こ
の
問
題
の
解
決
に
不
可
欠
な

「
シ
ビ
ル

・
ミ

ニ
マ
ム
」
の
骨
格
を
提

示
す
る
も

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、

ω
共
働
き
家
庭
、
母
子

・
父
子
家
庭

の
親
の
働
く
権
利
を
守
り
、
家
庭
全
体
の
生
活
を
守
る
こ
と
に
な
る
。

②
共
働
き
家
庭
、
母
子

・
父
子
家
庭

の
学
童
の
下
校
後

の
生
活
を
守
る
こ
と
に
な
る
。

㈹
異
年
令
の
子
ど
も
た
ち
の
生
活
づ
く
り
を
と
お
し
て
、
発
達
を
促
す
場
と
な
る
。

ω
子
ど
も
を
幸
せ
に
す
る
と

い
う
地
域
に
お
け
る
運
動
の

一
単
位
と
な
る
。

㈲
失
わ
れ
た
地
域
の
教
育
力
回
復
の

一
翼
を
に
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

で
あ
り
、
そ
の
活
動
内
容
は

①
人
間
と
し

て
の
基
本
的
な
生
活
習
慣
と
、
基
礎
的
な
生
活
技
術
を
し
だ
い
に
身
に

つ
け
さ
せ
て
い
る
。

②
自
治
的
活
動
を
と
お
し
て
、
自
治
意
識
と
自
治
能
力
と
を
し
だ

い
に
高
め

て
い
る
。

③
生
活
意
欲
を
喚
起
し
、
し
だ

い
に
旺
盛

に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
生
活
知
性

へ
と
高
め
る
よ
う
つ
と
め
て
い
る
。

④
健
康
な
か
ら
だ
づ
く
り
を
め
ざ
し
、
身
体
諸
器
管
の
発
達
を
も
う
な
が
し

て
い
る
。

⑤
観
察
力
、
思
考
力
、
想
像
力
、
表
象
力
な
ど
認
識
諸
能
力
を
育

て
て
い
る
。

(
全
国
学
童
保
育
連
叢
協
議
会
編

「
学
童
保
育
年
報
」
1
)

に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

子
ど
も
の
保
護

.
保
育
の
社
会
化

.
共
同
化
は
、
乳
幼
児
に

つ
い
て
は
、
公
認
さ
れ
、
そ
れ
が

「
保
育
に
欠
け
る
」
子
ど
も

へ
の
社
会
保
障
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て

お
り
、

そ
の
学
童

へ
の
拡
張
は
、
都
市
化
の
進
行
の
中
で
、
当
然
の
も

の
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

「
福
祉
」

の
名

の
下
に
、
国
の
施
策
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
た
場
合

に
は
、
教
育
が
子
ど
も

の

「
権
利
」
か
ら
国
家

へ
の

「
義
務
」

へ
と
把
え
な
お
さ
れ
た
よ
う
に
、
子
ど
も
の
権
利
の
保
障
が
骨
抜
き
に
さ
れ
る
こ
と

さ
え
多
分
に
考
え
ら
れ
る
。

(
例
え
ば
、
近
年

の
地
方
財
政
の
危
機
の
中
で
学
童
保
育
事
業
も
市
町
村
が
直
接
に
携
れ
る

の
で
な
く
、
民
間
諸
団
体

へ
委
託
さ
れ
る
傾
向

が
顕
著

で
あ
る
)
そ
の
た
め
に
、
慈
善
と
し
て
で
な
く
、
権
利
と
し
て
、
学
童
保
育
を
位
置
づ
け
る
世
論
の
形
成
が
必
要
で
あ
り
、
学
童
保
育

に
直
接
携
わ
る
、
学
童
保

育
指
導
員
の
創
造
的
活
動
が
必
要

で
あ
り
、
学
童
保
育
の
成
果
が
世
論
を
開
発
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
が

「
人
類
は
児
童
に
対
し
、
最
善

の
も
の
を
与
え
る
義
務
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を
負
う
」

(児
童
の
権
利
宣
言
前
文
)

こ
と

の
実
現
で
あ
り
、
都
市
化
の
進
行

の
中
で
の
、
教
育

の
あ
り
方

へ
の
刺
激
剤
と
な
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

付
記

※

残
念
乍
ら
学
童
保
育
の
保
育
内
容
に
つ
い
て
は
言

及
で
き
な
か

っ
た
。
何
ら
か
の
機
会
に
と
り
あ
げ
て

い
く
予
定
で
あ
る
。

※
※

付
表

A

・
B
は
学
童
保
育
の
実
態
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
表
A
か
ら

ー
、
自
治
体
の
間
に
学
童
保
育
の
施
策

の
差
異
が
大
き
い
こ
と
。
2
、
所
管
が
大
き
く
見
て
福
祉
分
野
と
教

育
委
員
会
分
野
の
二
つ
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
3
、
す
べ
て
の
都
道
府
県

で
学
童
保
育
が
何
ら
か
の
形

で
学
童
保
育
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

4
、
公
立
の
学
童
保
育
所
で
も

職
員
が
自
治
体
職
員
で
あ
る
こ
と
は
例
外
的
で
あ
り
、
そ

の
雇
用
条
件
は
充
分
な
も
の
と
は
い
え
な
い
こ
と
。

5
、
父
母
負
担
額
に
大
き
な
格
差
が
存
在
し
て
お
り
、
○
～
二
、
四
〇
〇

の
間
に
あ
る
。
6
、
福
祉
後
退
の
中

で
民
間
委
託
を
行
う
自
治
体
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
表
B
は

一
〇
大
都
市
で
の
学
童
保
育
の
状
況
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

そ
の
施
策
の
差
異
が

顕
著
に
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

※
※
※

一
九
八
〇
年

一
〇
月
現
在
で
全
国
の
学
童
保
育
の
実
施
数
は
三
、
九
〇
〇
を
上
回

っ
て
い
る
。
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〔付表A〕

全国の学童保育実施状況

(75年10月 全国学童保育連絡協議会)

※小学校数のうち、()内 は、分校の数です。

※指導員の身分については、公立で正規職員の場合は正、それ以外は、すべて非としました。

喀 母負担額
指導員1対 象
身 分i学年 自治体の予算

自治体の
所 管 課

学
数

小
校

童
育
数置

学
保
設

態形営運 市町名

跨 や2代 11-3 42,624,000社 会 教 育 公 立27126i札 幌 市

1-一 ～ 一

iノ
23,176,0001 // 16561旭 川 市

6,960,000 .ri ・11・27i小 樽 市

2,698,000;r ク 42g陣 市

[I
i

i

扉 解 す
700,00a

1,200,000

ミ公 立

1共 同.

公 立

2ilg瞬 市

}5配 厨 癖

il 8,366,000 81241帯 広 市

・i共 同保育1211北 見 市

3,690,000 公 立i1122(1)1夕 張 市

1,021,0001社 会 教 育
i

i

　
i,200,000,//

1

1115憧 見沢市

共同保育1112(1)i留 萌 市
1

5,332,000:
1

公 立816(1)1苫 小櫛

i197
,000ji

I

// 413芦 別 市

13,423,… レ
グ 516i江 別 市

i
・l

lI
476,000 グ.グ 317紋 別 市

,グ 114士 別 市

5,665,000社 会 教 育Ii
I

グ //

」516燵 市

116【 千 才 市

　

].,744,000 期 鮪121・i砂 川 市

26恵 庭 市

⊥
石狩公 立545

支庁内

31・2(4)i糧 庁 内

・77(4)鯉 庁内

鏑15124(1僅 幽

1公 立21761空 饗髄

1鏑415[125(1櫻 庁内

宗 谷4i77
1支 庁 内

北

海

道

一178一
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父母負酬 鐸導募降 自治体の予判 黒鰍 運営形態慧 繊 市田丁名
1公 立 ユ8;

19'53
i共 同11

li

　 ユ　　

__L_L… ⊥ …一一1公 ゴ生 組 一24-

{、;1}・-142

1罪 ユ塗1-21、 章舞 一il:鎖2・

唖 だ1造 艶L⊥:6縮 距 鵬 坐 郵 棚 虹 互 鎚)塵 肺

3・3・・il1-41ユ
,45°050:°°°.000・1・12}131北 上 市

1・砂 」 二 全L
-1・000,・0・i簾禦ii二./IL唾 乞馴

塔酬 講 ・i1-4i50,…1}一 ∴24(6)i一 育1
二 黒}璃F器 瀞 　一一子ヨニ欝 ㍊ 岩手

5,000
-」 セ31-一 一.一一⊥_/一 ⊥ 一.1.9(2)1杢 欝 崎1

._⊥-1凶 一L-一 一一一r⊥ 一一.16(2塑 ユじ、

し}1-3111-119(2)1-1菊 市

一
ri1二 含1-一 …一一1埜鱒1竺,立1梁 コニ電d嘘三零 窟城

　 一 一 一… 一　 　 一 一一]一 一 一 一一國

1-～ 一 藺 一 一1幽 一 一 一 剛 一一 一 　 一一一 一

ユ,aoo,非 い ～311社 会 教 育1公 立
121]31能 代 市 旨秋 田

_1非 一1}-31_1福 祉1公1(二12-21..　 h!T旨lll形

1非11-3ミ;・1-i11(3}1南 脚

一 一 ∴
-1-一 一1福 祉1--3i48(2;>78(9:{纈 ネ酪島

llL__一.o-1共 同 保 育Ill⊥ 東 一.海 村

一.__i_i_」_一._1_公__.立_篇1-一 一:阿 一.慰」}]f"
　

9,00d非11～60k:}少 年 課 共1司保 育11211水 戸 市 茨城
iiii

　 　

i非i1～3'・-
113(1)i土1齢1

5,00・ 一 ユL卿r1-」 「 一器 ・00・1財 疎 圓 司保 育13-32,`_
1　 一　 一藩 噺:

6汀 一"1隔 育'添 脳 喜一 一 ヨ繭 三一灘 馬

,ト お3,5° °1-、 ⊥^-61-812,・!)・ 一∴ 一⊥ 期 辮f,110i31'f{;FIBill

1!非11 -31]・,283,…'粕 委 賄 公 立ig・49(1)'-CIS柿;栃 木

i一 一一出鞍錨 墾轡 一凱1環 辮i傑
一一179一

畿⊥霧識l
i鯖3744ユ ミ18・ 騰

網 走1
1支 庁 内

北

一一e一 海

i支 庁 内
{釧路

1支 庁 内 道

眼 室
1支 庁 内 ,

ミート和 田 市1鳶 森
l

I



父母負担額 指導員身
分

象
年

対
学 自治体の予算

自治体の
所 管 課

運営形態 学
数

小
校

童
育
数置

学
保
設

市町名

正 2,348,545青 少 年 課i公 立925 市 川 市

1鞍 課1鎌 劇5}3・}松 戸市

教育委員会1公 立2131習 調 市

委 託1ユig脚 市

7,8・・,…1民 生 部 公 立5[18柏 市

2,・・・・…1児 童 課[公 立5115 八千代市

1労 務 課 委 託1317隊 ケ谷市

}年間1矯,。 。。1社会教育 購 霜1112i8(1)臓 子市

i委 託li15髄 肺

23 海 上 町

}厚 生 課 公 立1114(1)佐 飾

倭 訓1 6(2)1四街道町

312曄 沢 村

3,…^-3,8・ ・匪 iケ所 約18・万 青少年課i期 備181141上 尾 市

3,5・懸 鐘 3・・… 福祉事酬 賄 麗 営111 深 谷 市

1,soa非 1,61・,… 教 育 委 員 会i公 立1151桶 川 市

最高1,500非 4,73・,… 学校教育課レ112351川 ・ 市

a非 [社会教醐 レ 610戸 田 市

グ .グ i6 鳩ケ谷市

3,…1非i1-61ケ 所
,。。。,。。。福祉事翻 響 育415i6

与 野 市

5・・-1,4・・1非i-6指 墾1 ,8。。i亘少墾 .公 立5[29
浦 和 市

9,500 0 期 保司2i27 大 宮 市

騙1・5・ ・1正 1～3 謄 難1区響 育52714 草 加 市

3,300非 福祉事務所鎌 育411511g'丁 谷市

引 2,6・・,… 福 祉 劃 期 鮪31111春 日部市

3,000// 360・000// 13 鷲の宮町

6・7ρ・-6・ … レ 1
1ケ 所

132～158万
818i所 沢 市

髄 年課1公 立1ig 狭 山 市

3・,… 社 会 課i期 保育11§(1)1東 松姉

非 教育委員会1鎌 育347231川 越 市

4,… レ 14,…,… 福祉事漸 公立委託14 6晦 肺

6・・-1,6・ ・[正 国 会 課1公 立1
9(1)富士見市

千葉

埼玉
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放
置
さ
れ
た
子
ど
も



父母負担額
騨 郵 騰 の予算

5,・・d非

放
置
さ
れ
た
子
ど
も

,グ

羅 彫 態繍 麟 市町名

上2・ ・・・・… 児 童 課1綱 保育i3

社会教育課」1

3大 井 町
一1-

4(1)三 芳 町

4,… レ

グ

Lケ所 麹95万1盤 劃 共同絹3.12聾 市
ク 和 光 市115

正11～3 器 灘1公 立i3

・ レ i グ 1

ノ 上" 1引 ・ 8

141一 千 代 田 区I
I

18 中 央 区

グ

　

グ

ク グ

27捲 区
i

,グ

i

__一_」

iレ

グ .グ

グ ク

,グ グ

一]

玉埼

1ユ436縮 区
1421i文 京 区

,

グ グ

ク1・ ・

i
8}2gI台 東 区

ig30墨 田 区
i

.グ 15i41江 東 区

i ・i271371品 川 区

-i
I
ii 5

グ ク

,.

//

グ 、ク

グ

一

㎜

グ

一

ン

一

ノ

.

一

㎜

{

一

一

1グ 三
一一1-一一一

睡会教育課i//

24

14

{221目 黒 区
　

161大 田 区

163世 田 谷 区
i

8-1221渋 谷 区 幽

r

グ

レ

グ

グ

1髭1饗 畠製量i-一 クー28_1_28一 匡モ1一野 」匿

ir1・13・1421杉 並 区

グ ク ユ729豊 島 区

引 レ …129145
グ ヒ グ

L竺 一
・13127

iI

北 玉

区荒

ク

グ

〃

i

　一一

!

【ク

ノ

一

ク

　

ン

一

グ 28

下

…

°ー

}

一

ク

一

グ

}

グ

グ23

　

511板 橋 区

51練 馬 区

rI25
i

」

　

69犀 立 区

レ
ー 層..層一 」 ク

グ

グ

r

ン

ユ51521葛 飾 区

ク グ

レ}
i_

1～.一

グ

グ

一

ク

　 　

11655}江 戸 川 区
　 ミ

ユ21391八 王 子 市
一Il

! .ク

ー⊥.一

グ

1/12

倭 託17
　

グ1ユ ユ

i

18立 川 市

1十 一1

-3武 蔵野市i

;ユ4三 鷹 市
i-一____一_

東京

〃

4

グ ,グ .グ 61ユ3青 蜘

一181一



「　一一 　 　 一　 一　

}父 母 負 担 額

[

鱒 鞘 自治体の予蠣 螺 「運営形態保 育麓 画 名!

3　1

グ

1学 童i「lI

響 鎧 公 ヱ _L21」 避 重li

iグ

グ

グ9

　 　
・;・i718

グ ,i

I

グ

11昭 島 市1

調 布 桐
_i_1

]230町 田 市

正 ク ク,グ

【 グ 〃
i

9 gI小 金井市

// 1317小 平 市

囚
「

5託委訓育教会祖

〃
祉
課

童一児
所璽

141日 野 市

410東 村山市

rr公 立3 9国 分寺市

a 一i67髄 市

ノi

,グ

・//57田 無 市

//引49保 谷 市

グ //委 託417[福 生 市

グ 公 立38「 狛 江 市1

// 4 8鰍 和市

,r【6gl繭 市

東京

aI/
i

正 レ ,グ

,グ r

.一一・ 一」.11114裏 留柿

//;58武 蒋師

,グ

1//」ii31・ 塵 市

// グ 3
i

6挿 城 市

レ1
グ 、グ

・131司 秋 川 市

・251羽 村 町1

/ グ グ 14瑞 穂 町

・-5,…1非i-311臓 亀ll
l… 」委 託126i224陣 市

お や つ 代1/11～3136,330,0aol民 生 局1公 立139881川 崎 市

図

1,500～2,000
1ケ

1,370,。。。騎 委員会!無

i 騨 委飴 委 託1733
1

一　-
1市 民 蔀 共 同 保 育12「20

2,500^-5,000

i

11ケ 所 、 施 設}

臆 人∫ll:1881帳部局i

l

1512鎌 倉 市

構 肺
犀 嫁一市

1
//列23藤 沢 市

13154(1)静 岡 市

453瞬 市

41ユ2(2)三 肺

神

奈

川

静岡

一X82一
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父母負担額舗 警 自治体の予蝦 韓 覆陣 形態繍 細 剛

L__L;一 ユ_上21ユ8(2凱 重調

1-_一.;一 一一 ⊥ ⊥ 一…L.._L… 一[1L1・(1):御 賜 重L一
おやつ代!非11～31

1社会教育i公 立161251甲 府 市1山梨

!li司]-611i1… 晒 市1

三 畳 毘ユ± 撫 触1τ→1筆鋤
llI}レ1ヂ 　岡 谷 市

【i{111ig(2)離 田市1翻

おやつ代1グ11-31測27・lll:1181社 ・会教育1公 立

　 　

1グ ヨ1坐 、
.5・1° °・°°°lr一 ㌦ グ..1-

iお や つ 代1・}1-42・34・,…{・1・

、 一 グ ーi罪L塑3・2・ ・・…1児 童 課!・

1。1非 「1～3i約1,000,0001ネi、 会 教 育 ・
ii　

へ 　 コ 　 ヘ ロ 　 　 ロ　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

1蕩 笏 蕊 ～ 昼ool、r-一一[1㌘ ゴ41_29,537・000'i-一 グ ーi.二1_-L

L.一 グ ー己 一圭 二4L遡 ・i7,000一 一rI

--183一

i -
i}誉 教墓}轟7}62迦1)塵 芭1

お例 皇
。。。li}il公 立11191江 南 市,

一._碑2f竺_L-一_:____1___.一 一_1.一/一__-r-1___翁131岩 髄,

4,…ll1・1/[共 同鮪11{81津 島 市 蜘

1・,…1}d/1・il41佐 織 田∫1

-一 ト迎 嘱 副 ∴圭響
i舗

i、i1-;… 一 一いL鐙 」 岐 阜 市1岐阜

穐5… 　}・1-6}1ケ 所550,…!ネ{・ 会網 共1司鮒8{211津 鵡
三重

5,・-rIOOirl^,6356,° °8こ ⊥li-i
-{⊥ 彊ll纏 蔦

1-1-4噛 堕i富【li

III1261高 岡 市1

1,5・・-5,5・・1⇒i-i1-3ミll8盈 翔 欝 委磐 麟 簾17}61i金 沢 市;石 川
　 　

;ili 一 保醐 響 一L蜘 鐙 ㌧世嶽
旨}ヨlIi115(4>勝 山 市

、

4,5・・～5,5・・、非h～312,4・ ・,・・q保 育 課;共 同保育5、23i大 津 市!滋賀

おやつ代i非ll-3約6・ ・・・・…1晶 青晦 拶IL
-35-179(7)　 盗 市1

17 19(27:宇 治 市1

i

618摘 知 山 市
1

5ユ5亀 岡 市

78陽1司 京都

2127i舞 爾

8宮 一i鋼景需
ll

55向 日 市



父母負担額 指導員
身 分

対象
学年

自治体の予算 自治体の 運営形態
所 管 課

学 立
保
設置数

マ

書 麟 市 町名

おやつ代 罪111-3i福 祉1公 立111

匪11-3…7・2・ ・・…1社 会教育 食 妾122

宮 津 市

大山崎町

// rl1-3劉1・ll8:888 .ク 、グ 1 6田 辺 町

〃
年
下

4
以

グ
k

3}5八 幡 町

おやつ代 //[1-4 4・,…,…1社 会 鞘1公 立;17132奈 良 市

寄 附 金1,…ri1-3 4,8・・1… レ 315生 駒 市

姦 霧 つ1,5° °500it!1:3[
z,370,00al 1 2平 沼 町

3,… レ11-5i {/ 期 保司1 1三 郷 町

1,… 〃i～6 85・…9盤 教育1塗

6,157,… レ ・

立1 9郡 山 市

5・・it1-31 77師 市

12,000r 1 / / 期 保劃1 131橿 原 市

京都

奈良

1-3i 青少年劃 公 立1i17}田 画 和歌山

平 均8,000 14,000,000

1,120,000青 少 年 課

翼 協輸 共同保X2214

1,・00非 卜2

36283大 阪 市民 間

舎.1L17163!堺 市

1,500a 3,787,000j i 7i21[岸 和田市

800～1,000〃 11-61
「

i,aoo

1,000^-1,500非

8・・レ

7,… 非1～31ユ6,918,…

1

1-4i

1～3

25,400,000社 会 教 育

560,000・ グ

民 生1

1,374,… 社会教司

//

//

//

グ

33133豊 中 市
i

181池 田 市

17261吹 田 市

171泉 大漸

68,196,… 青 少 年 課 ノ202g圏 槻 重

7,$56,・ ・d・//lgユ81守 ・ 市

1,…-1,5・ ・レ 1～4 43,・51,… 社 会 教 育 課1

,グ ン i1,2・・,…1賜 年 課

7,000a 1～3 38,730,… 社 会 鞘 課1

ン116
、

a'16

/122

5・・a1-6

1,…1正1-41

5・・i非
一1乞 過

300正1～3

泊 一 一3・匪//
… 一

・//1-21

3,839,… レ1

62,…,…1〃1

945,… 勉 年 課1

21・・・・・… 青 鑛 課1
"-

3,174,… 絵 教 酬

1,4・・,…1・1

//311

　

1,… 罪

it15

rl

it(同和)16

r下3

if1

1-3i(同 憩)1:384270:°°°000 //

3・1枚 方 市

1gl茨 木 市

22レ 梶 市

即 柿

21権 川市

12際 野市

11陣 市

171和 泉 市

L.壷 肺

211融 肺

ド詳0 7,634,000・ グ 41141門 飾

大阪
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父母負糊 奪導韓1自 治体囎 辮 藻膨 態蕪 織 棚

1,… 非1-36,233,…1社 会 教 育 課i公 立41g僻 市1
-一 一

7,500;　 7--r-3,28彌r⊃ 一…r・3-7-一 飾 市1

こ二 こ 互ヒ　 r工 巫 亜iヱ コ 巨 ⊥'rガ 巨 塵 調 大阪

750^-1,5001i
-」 一ヨ16,924,000`青 少年鑑.Ll』 一一1441専 蹴

1∴1-1三21,;　 :　1}轡∵ 一擁 糊

3　1

[!1gi13・ 「神 戸 市

お や つ

+4。 。非"

i

福祉、綱 委 託

1公 立

レ

・16西 脇 市

8128r市

13i14}伊 肺

1843尼 崎 市

i 912j宝 塚 市
1一 一一「 一一

1
J

3,lll:1:lllヲ「 下 一3(.現瘍11遡 幣 壁1鎌 育9211
ド　　　　

1・3・ ・～1・9・ ・i

レ

oレ
1

1幼一33,・23,…1福 祉事掘 公 立!

顯 の13 助～6

1珂
1,15・,…i教 育 委 飴1

i

286,000 ク

75

112

・1211井 肺

グ1]1

5芦 屋 市
一宙1

1漏
　

　 　 コ

1高 梁 市
1

総悪一帝

1,6・・-1-3[ 2,244,…1福 祉 臓 会 三

2,070,0aa!教 育 委 員 会1グ
i

3巨4医 野 市
　

一}

i,o・・-1鯉L匪3}

1,000グ

隠「糊r
1〃

2,1001r

幼 ～311・228,332{

　

315,000j公 民 館

11～ 『is。 ,。。。教育委員会1
11

グ ク

ー一 グ ーi

-/一
グ

3171備 前 市
V

1151i倉 敷 市
　 　

2!ユ7津 山 市
1

お や つ代 グ

1
ク ・1幼 列

11早 島 市

112佐 伯 町

1000～1500し
[ 一7矢 掛 町

庫兵

岡山

一 ∵ 一昌 一轡 騨 塁}4:-1螢艶

55・1非11-3!市 保育会1巨 118米 子 市

[二{可]1-31-..-1教 育委壁L∫ ∬5L25巫i躰
lrl1-31【 委 託13113(2)!倉 吉 市1

___.L.」__.挺 会塑 痙 一 立316医 町 墾

謙 ≒1擁 鵠一 一辱}謡 嬬 山・
一一一18 ,5一



父母負担額 指導員
身 分

対象
学年

自治体の予蠣 螺 運営形喉 難

2,530}非
1

市町名

1-3
.1ケ所183,・ ・生_一 空.甑

1,100ir1^-3 9,182,000!
1

2

・14

1,… レ1-3ユ,967,8・ ・1 ンi61
11

1,5・・レ ト2 1,825,000 福祉協議会11

2,… レ 1^-3i1,088,000i

161宇 部 市t

26(2)1岩唖
、

29(1)1下 関 市

1・」下樋 陣

公 立1112 瞑 珂 町

650レ
i

一一
1

1～3 406,0001
1 1・

50・ ・11～3iユ,126,400,
III

グ

1}1小 郡 町

「1111和 木 町
1

1,000～1,500β ド
11-311ケ 所862,… 「教育萎員会陵

1,000～1,500ヲ ・ド

300・1～31
「

　

1^-3

1,720,000',i
I

　

6,000,000!教 育 奎 量 会1公

一 一訓
5

iI6

　

1立 ・9

1鉱 塗」重1愛媛
118(1)新 居 浜 市

1

おやつ代 非 卜3湊 850,000

350,000
教育委員会 無13i

「
34高 松 市1香 川

iI

4133(4)徳 島 市

ト …一

「一 一曽L

. … 上.一 一 一 一.7鴎 町 鶴
ll「33!北 島 町

i

800非11～6 教育委員会 1・}321高 知 市 高知

8・・-1,5・ ・1非[1-3
;隊 育委員会}公 迄_L31

17,・28,…騰 輔 陰 妾21315i128

101福 岡 市

1・・吋 一1-3
福 岡

1北九 州市1

一;一 課縢 保育3131∴8(2)i賄 市長崎

!!医 司

葡 匪 帯;石1ケ 暫li;繭 謳 輪 諌広 引

11青 少年測 公 立

1,… 非11-39,477,…1社 会教育課1公 立

1一 醗 町r

2丁151辞 市傾

17154(1)熊 本 市 熊本

9142i大 分 市i大分

4i24(1)1延 岡 市[宮 崎

「!

i 1

一

3145(1)暁 児 島 市1鹿児島
【

、鎌 、育22!4117u=1市1沖 縄

(1975年 ユ0月 全国学童保育連絡協議会)
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〔付表B〕 十大都市 学童保育実施状況('78.1.22調 べ)

⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② 0

指導員の給料を

払 うのは誰か

建物を建てる

のは誰か

事業
開始

市 の 施 策 と 要 綱 所 管 比率
設 置 数

(胸 共保

小学
校数

市 市
昭和

34年

公立=「 留守家庭児童会設置要

綱」

教育委員会

社会教育課

%
18

27

騙)
149 札 幌

・設置 ・施設

「留守家庭児ホール運営要 民生局青少年

市 市 37
綱」27公立

青少年会館内 生活クラブ

部青少年課
・管理 ・運営 43 46 93 川 崎

19 民生局青少年

セ ン タ ー

委託先 民間で探すこ 運営委員会委託
委託料の中に

指導員手当が

とが委託を受

ける条件とな
38

「委託学童保育実施要綱」

青少年の家方式34
市 民 局 16 42 Zs2 横 浜

明記されている ってい る 学校方式8

共同保育に助成=「 留守家庭児

童育成会運営
助成要綱48

利用者父母

〔1細

市

土地 を探 せ＼

ばプ レハブ

リースを建

て て くれ るノ

39

(内 「留 守家庭

児童専 用室設

置要綱 」 プ レ

ハ ブ リー ス

20)

民 生 局

児 童 課

28

65

f49//

6」

228 名古屋

公立e児 童館内学童保育クラブ

11 1

他 に補助 なし共保6

委託先 市 40
学童保育所管理委員会 ・法人へ

委託 「学竜保育事業実施要綱」

民 生 局

母子青年課
23

41

(襲保ll)
180 京 都

利用者父母

騰網
利用者父母 44

共同保育に助成e「 留守家庭児

童対策事業実

施要綱」

民 生 局

福 祉 部

児童家庭課

25
74

(55)
292 大 阪

一 社協委託=「 児童館学童保

育クラブ実施要

綱 」28

委託先

嘩闘

・児童館は市

・地域方式は

民間で探す
・ひまわりは

学校内

47

一 運営委員会委託二 「学童保

育事業助成要綱

4
一 個入委託=「 学童保育かぎ

っ子ママ制度助

成要綱」4

・民 生 局

34 49 143 神 戸

一 公立=同 和対策事業(ひ ま ・教育委員会

わり学級)10YMC

Aな ど自主事業3

公立=「 留守家庭子 ども会運営

市 市 41 要綱」(運 営委員会方式 教育委員会 38 41 109 福 岡

をと り入 れてい る)

市

公立=市

委託=委 託先

(人件費は明記されている)

健 前は市だ/

が委託の方
が多く、建

物 も探す こ

とが条件 と

40

「学童保育事業運営要綱」

[釜妾委眼 法人委託

民 生 局

福 祉 部

障害福祉課

14 19 130 北九州

＼な ってい るノ

区 区 38

公立

都〔1襟欝 灘 難
*区 に自治権 が移 ったので 、区

毎 に条例 化 が進 め られている。

民 生 局

児 童 部

育 成 課

49
438

(4)
890

東 京

(23区)

18r



⑭ 13 ⑫ ⑪ 0 ⑨

指導員の

給 料

指導員

の身分
一施設当り

,委 託料 ・補助金の額
52年度

予 算

どういう施設を

使っているか

地域毎に公職者を
含む運営委員会が
あるかどうか

月額

74,500円
非常勤嘱託

万円

6,900
小学校27 無 札 幌

小学校16

地域単独施設7
72,000 非常勤 12,000 団地内4 無 川 崎

青少年会館10

子ども文化センター9

・青少年の家方式 小学校6 有=町 内会長,民

指導員手 当1,734,000 青少年の家7 生児童委員,PT

51,000

(糟 担で)
運営委員
会 雇 用

(@51,000×2名 ×17ヶ 月)

管理運営 費150,000

計1,884,000
7,138

団地集会所9

独立家屋8

借 家4

A会 長,こ ども会

長,体 育指導員,

学校教職員,婦 人

横 浜

・学校方式@35 ,700 その他8 会,父 母代表の中

(開設 日数が少ないため) (教会,施 設) から選出する

・児童館

日給

@2,100
。共保51 ,40G

(父 母負担で

+2万)

・児童館

パー ト

・共保

運営委雇用

〈月額>15人 ～20人56,400

21人 ～40人104,800

(指 導員2名)
・新設 の時 には,設 備 費 と して

10万 円

8,202.5

小学校4集 会所8

児童館11民 家12

教会2専 用室20

公民館2

(プレハブ ・リース)

有=児 童委員は必

ず1名 入ること,

区政協力委員PT

A子 ども会役員な

どが過半数を占め

ること

名古屋

〈月額〉 小学校17神 社1

人件費平均150,000(75,000×2名) 児童館7

平均75,000 委託先職員 教 材 費111 23,089 単独施設7 無 京 都
運 営維持 費22,000 社会福祉施設など7

所 長 手 当5,000 団地集会所2

・施設整備助成 ・運営事業費 小学校5民 家45

新設14万 以内 児童館8隣 保館1

37,000
-r95

,000

共同保育
雇用

10～20名450,000

既設4万 以 内

21～30名500,000

..

団地集会所3教 会2

福祉セ ンター1

私立保育所6

無 大 阪

31-40550,000 社会館2

41-50600,000 プ レハ ブ1

・児童館 運営費 初年度 有=自 治会,婦 人

1111

くol,000

・児童館

社協雇用
・地域方式

運営委雇

用

20人 以下30万 十10万

20人 以上50万 十15万

・地域 方式 運営 費 設備 維持 費

5人442,20045,600

10～17人602,000156,000

4,260.1

児童館28

地域の会館など7

自宅開放4

小学校10

会,民生児童委員,

小学校教諭,PT

A,子 ども会,保

護者代表,そ の他

児童の育成に理解

神 戸

18人 以上945,000156,000 と熱意 を有す る者

有=教 職員代表,

子 ども会々費として1人 PTA代 表,保 護

日額

5,000円

非常 勤
嘱 託

月2,000～2,500円 支払 う分 と,

市 から6万 円(年 額 〉 とで行 事

費,お やっ代 をまかな う。生補

17,902.8

小学校空教室4

小学校内

独立プレハブ37

者代表,社 会教育

関係団体の代表,

青少年健全育成の

福 岡

家庭は無料。 知識 経験を有す
る者

45,000

～70
,000

・公立

非常勤嘱

託
・民間

運委雇用

人件費:'111

事務費200,000

計989,000

2,348.7

小学校2

団地の一室2借 家2

母子寮4幼 稚園2

専用家屋5

母と子の家1

公民館1

自宅開放1

有一PTA,婦 人

会,自 治会,民 生

児童委員,そ の他

青少年の育成に関

する団体等の代表

者

北九州

公 務員
給 与

区
正規職員

〆区の予

算なの

で集計

kできず

小学校教室60

小学校内単独86

児童館191

単独施設56

他施設併設45

無 東 京

(23区)
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⑳ 0 19 18 ⑰ ⑯ 15

児童館数
共 保

保 育料

公 立

保 育料
夏休みなど 土 曜 日 時 間 学 年

14

(教委所管の児童会館)

7,000
--21

,500
0

夏冬

半分だけ有

春 無

有

平日>5時 まで

土曜

長期休暇

9時 ～5時

1～3 札 幌

46 0 有 有

平日>12時 半～
土曜5時 半

長期休暇

8時 半～5時 半

1～3 川 崎

0

(委 託)

1,300

～12
,000

青少年の家

方式

有

・青少年の

家方式

有
・学校方式

無

平日

下校時～6時

長期休暇

9時 ～5時

1～6 横 浜

13
3,500

～20
,000

0 有

有

(但し児童館は月曜休〕

・児童館

下校～5時
・共保

下校～6時

1～3 名古屋

17
10,000

--io ,000
0 有 有

平 日〉下校～5時

土曜

長期休暇

9時 ～5時

1～3 京 都

市3

19社 協7

民間9

111

～12
,000

有 有

平 日〉下校～6時
土曜

長期休暇

9時 ～6時

1～4 大 阪

28

(市が建てて社協委託)

4,000

111
0 有 有

平日〉下校～5時
土曜

1～3 神 戸

(会 費)

2,000

-2
,500

有 無
平 日

12時 ～5時
1～3 福 岡

14

(委 託)

1,500

-5
,000

有 有

平 日>1時 ～5時
土曜

長期休暇

10時～5時

1～3 北九州

250
5,000

～10
,000

0 有 有 9時 ～5時 1～3
東 京

(23区)
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